
個人情報の取扱に関する同意条項（2022 年 11 月 14 日以前に同意された方向け） 

旧 新 

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的 

（ア）PayPay あと払い会員規約（以下、「本規約」といいます。）

第 1 条第 1 項におけるクレジットサービス（以下、「本サービ

ス」といいます。）に関する契約（以下、「本契約」といい、本

申込みを含みます。以下、同じ。）並びに今後の当社との取引の

与信判断及び与信後の管理のために利用すること。 

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的 

（ア）PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約（以下、「本規

約」といいます。）第 1 条第 1 項におけるクレジットサービス

（以下、「本サービス」といいます。）に関する契約（以下、「本

契約」といい、本申込みを含みます。以下、同じ。）並びに今後

の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利用す

ること。 

第 4 条（個人情報の提供・利用） 

3. 会員は、PayPay あと払い会員メニュー内その他当社所定の

方法により改訂後の「個人情報の取扱に関する同意条項」（以

下、「本同意条項」といいます。）を掲載し公表することで、第

1 項（1）に定める提携先等に提供する情報の範囲（ただし、第

１条（2）（ア）（イ）（ウ）（ク）に限る。）並びに同項（1）（ウ）

に定める当社グループ企業及び提携企業を変更することに、予

め承諾するものとします。 

第 4 条（個人情報の提供・利用） 

3. 会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー内そ

の他当社所定の方法により改訂後の「個人情報の取扱に関する

同意条項」（以下、「本同意条項」といいます。）を掲載し公表す

ることで、第 1 項（1）に定める提携先等に提供する情報の範

囲（ただし、第１条（2）（ア）（イ）（ウ）（ク）に限る。）並び

に同項（1）（ウ）に定める当社グループ企業及び提携企業を変

更することに、予め承諾するものとします。 

2022 年 10 月 31 日 2023 年 8 月 1 日 

 

個人情報の取扱に関する同意条項（2022 年 11 月 15 日以降に同意される方向け） 

旧 新 

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的 

(ア)PayPay あと払い会員規約（以下、「本規約」といいます。）

第 1 条第 1 項におけるクレジットサービス（以下、「本サービ

ス」といいます。）及び PayPay カード ゴールドに関する契約

（以下、「本契約」といい、本申込みを含みます。以下、同じ。）

並びに今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のた

めに利用すること。 

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的 

(ア)PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約（以下、「本規約」

といいます。）第 1 条第 1 項におけるクレジットサービス及び

PayPay カード ゴールド（以下、総称して「本サービス」とい

います。）に関する契約（以下、「本契約」といい、本申込みを

含みます。以下、同じ。）並びに今後の当社との取引の与信判断

及び与信後の管理のために利用すること。 

第 4 条（個人情報の提供・利用） 

3.会員は、PayPay あと払い会員メニュー内その他当社所定の方

法により改訂後の「個人情報の取扱に関する同意条項」（以下、

「本同意条項」といいます。）を掲載し公表することで、第 1 項

（1）に定める提携先等に提供する情報の範囲（ただし、第１条

（2）（ア）（イ）（ウ）（ク）に限る。）並びに同項（1）（ウ）に

定める当社グループ企業及び提携企業を変更することに、予め

承諾するものとします。 

第 4 条（個人情報の提供・利用） 

3.会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー内そ

の他当社所定の方法により改訂後の「個人情報の取扱に関する

同意条項」（以下、「本同意条項」といいます。）を掲載し公表す

ることで、第 1 項（1）に定める提携先等に提供する情報の範

囲（ただし、第１条（2）（ア）（イ）（ウ）（ク）に限る。）並び

に同項（1）（エ）に定める当社グループ企業及び提携企業を変

更することに、予め承諾するものとします。 

2022 年 11 月 15 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員規約 

旧 新 



規約名：PayPay あと払い会員規約 規約名：PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約 

PayPay あと払い会員規約（以下、「本規約」といいます。）は、

PayPay カード株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供す

るクレジットサービスに関する契約関係を定めるものです。 

PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約（以下、「本規約」と

いいます。）は、PayPay カード株式会社（以下、「当社」といい

ます。）が提供するクレジットサービスに関する契約関係を定

めるものです。 

第 1 条（サービスの概要） 

(1) 当社は、本会員に対し、QR コードを提示等してクレジッ

ト決済を行うことのできるサービス（以下、「PayPay あと

払い」といいます。）を提供します。 

(2) 当社は、会員に対し、第 1 号のサービスに付随して、①会

員メニュー内で発行・表示されるクレジットカード又は②

券面が発行・貸与されるクレジットカード（以下、「PayPay

カード券面」といい、次条３項に定める家族会員用に発行

したカード（以下、「家族カード」といい、当該カード発送

時に通知した会員番号を含みます。）を含みます。）を提示

等してクレジット決済を行うことのできるサービス（以

下、①と②を併せて「PayPay カード」といいます。）を提

供します。②のカードは、ウェブサイトを通じて本サービ

スに申し込んだ本会員、及び、本サービスへの申し込みと

同時に又は入会後に発行・貸与を申し出た会員に対して発

行・貸与されます。 

第 1 条（サービスの概要） 

(1) 当社は、本会員に対し、QR コードを提示等してクレジッ

ト決済を行うことのできるサービス（以下、「PayPay カー

ド（PayPay 決済用）」といいます。）を提供します。 

(2) 当社は、会員に対し、第 1 号のサービスに付随して、①会

員メニュー内で発行・表示されるクレジットカード又は②

券面が発行・貸与されるクレジットカード（以下、「PayPay

カード券面」といいます。）を含みます。）を提示等してク

レジット決済を行うことのできるサービス（以下、①と②

を併せて「PayPay カード」といいます。）を提供します。

②のカードは、ウェブサイトを通じて本サービスに申し込

んだ本会員、及び、本サービスへの申し込みと同時に又は

入会後に発行・貸与を申し出た会員に対して発行・貸与さ

れます。 

第 2 条（本会員） 

1.本会員とは、PayPay 株式会社（以下、「PayPay」といいます。）

が定める「PayPay 利用規約」に同意し PayPay アカウントを保

有する者が、当社が定める本規約、「個人情報の取扱に関する同

意条項」、「PayPay あと払い会員メニュー利用者規定」、「電磁

化書面規定（割販）」等（以下、総称して「各サービス規約」と

いいます。）に同意のうえ、本サービスに申し込み、当社がこれ

を承諾した者をいいます。 

第 2 条（本会員） 

1.本会員とは、PayPay 株式会社（以下、「PayPay」といいます。）

が定める「PayPay 利用規約」に同意し PayPay アカウントを保

有する者が、当社が定める本規約、「個人情報の取扱に関する同

意条項」、「PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用

者規定」、「電磁化書面規定（割販）」等（以下、総称して「各サ

ービス規約」といいます。）に同意のうえ、本サービスに申し込

み、当社がこれを承諾した者をいいます。 

4.本会員は、家族カード又は会員番号を利用して決済をした金

額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものと

します。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番

号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとしま

す。この場合、家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用

内容・利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するものと

します。 

4.本会員は、家族会員向けの PayPay カード（PayPay 決済用）

及び家族会員用に発行した PayPay カード（以下、総称して「家

族カード」といいます。）又は会員番号を利用して決済をした金

額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものと

します。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番

号を利用したことにより生じる全ての責任（家族会員以外の第

三者が家族カード又は会員番号を不正利用等した場合の責任

を含む。）を負うものとし、家族カードのご利用分は第 16 条 4

項に定める「利用明細」を確認するものとします。また家族会

員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通

知することをあらかじめ承諾するものとし、本会員は、家族会

員が本会員と家族会員同一の利用可能額及び利用残高の確認

ができることをあらかじめ承諾するものとします。 



第 16 条（支払方法） 

4.当社は、本会員に対し、本サービスの利用の有無にかかわら

ず、毎月の本サービスの利用による支払金等の明細（以下、「利

用明細」といいます。）及び残高を原則支払月の当月 12 日頃に、

会員メニュー内等で表示し、本会員にその旨及び当月の請求予

定金額を PayPay アプリ上又は会員メニュー内等で通知しま

す。本会員は、速やかに当該利用明細の内容を確認するものと

します。当社が表示した後 1 週間以内に本会員からの申し出が

ない限り、利用明細の内容について承認されたものとします。

ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一定の

場合には、本会員の届出住所へ明細書（利用明細や残高等を記

載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。）を郵送します。

この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するものと

し、明細書発行後 1 週間以内に本会員からの申し出がない限

り、当社は、本会員が明細書の内容について承認されたものと

して第 1 項の口座振替等を行います。 

 

第 16 条（支払方法） 

4.当社は、本会員に対し、本サービスの利用の有無にかかわら

ず、毎月の本サービスの利用による支払金等の明細（以下、「利

用明細」といいます。）及び残高並びに当月の請求予定金額を原

則支払月の当月 12 日頃に、会員メニュー内等で表示し、本会

員にその旨を PayPay アプリ上又は会員メニュー内等で通知し

ます。本会員は、速やかに当該利用明細の内容を確認するもの

とします。当社が表示した後 1 週間以内に本会員からの申し出

がない限り、利用明細の内容について承認されたものとしま

す。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一

定の場合には、本会員の届出住所へ明細書（利用明細や残高等

を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。）を郵送しま

す。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するも

のとし、明細書発行後 1 週間以内に本会員からの申し出がない

限り、当社は、本会員が明細書の内容について承認されたもの

として第 1 項の口座振替等を行います。 

 

第 35 条の 2（本人認証を用いた本サービスの利用） 

1. 加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでショッピ

ングの決済をオンラインで行う際に、本会員に対し、カード情

報等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導されたウェブサ

イトにおいて、あらかじめ登録したパスワード又はワンタイム

パスワードの入力による認証手続を要求する加盟店（以下、

「3D セキュア加盟店」といいます。）があります。 

2. 本会員が 3D セキュア加盟店でショッピングを行う場合、本

会員は、あらかじめ登録されたパスワード又は当社に登録され

た本会員の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス

（以下、「SMS」といいます。）を用いて送信されたワンタイム

パスワード（以下、併せて「ワンタイムパスワード等」といい

ます。）を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパ

スワード等による本人認証が行われない場合には本サービス

が利用できない場合があることを承諾するものとします。ただ

し、３D セキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応

じてワンタイムパスワードの入力が求められない場合があり

ます。 

3. 本会員は、前項の 3D セキュア加盟店における本人認証で当

社に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号

宛にSMSでワンタイムパスワードが送信されることを認識し、

厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するも

のとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社

に届け出るものとします。 

4. 本会員が前項の規定に違反し、本会員以外の者に本サービス

第 35 条の 2（本人認証を用いた本サービスの利用） 

1. 加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでショッピ

ングの決済をオンラインで行う際に、会員に対し、カード情報

等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導されたウェブサイ

トにおいて、あらかじめ登録したパスワード又はワンタイムパ

スワードの入力による認証手続を要求する加盟店（以下、「3D

セキュア加盟店」といいます。）があります。 

2. 会員が 3D セキュア加盟店でショッピングを行う場合、会員

は、あらかじめ登録されたパスワード又は当社に登録された会

員の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス（以下、

「SMS」といいます。）を用いて送信されたワンタイムパスワ

ード（以下、併せて「ワンタイムパスワード等」といいます。）

を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパスワー

ド等による本人認証が行われない場合には本サービスが利用

できない場合があることを承諾するものとします。ただし、３

D セキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応じてワ

ンタイムパスワードの入力が求められない場合があります。 

3. 会員は、前項の 3D セキュア加盟店における本人認証で当社

に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号宛

に SMS でワンタイムパスワードが送信されることを認識し、

厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するも

のとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社

に届け出るものとします。 

4. 会員が前項の規定に違反し、会員以外の者に本サービスが利

用された場合、それにより生じる一切の債務については、すべ



が利用された場合、それにより生じる一切の債務については、

すべて本会員が責任を負うものとします。 

て会員が責任を負うものとします。 

2023 年 3 月 27 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員メニュー利用者規定 

旧 新 

規約名：PayPay あと払い会員メニュー利用者規定 規約名：PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者

規定 

PayPay あと払い会員メニュー利用者規定（以下、「本規定」と

いいます。）は、PayPay あと払い会員メニュー（第 5 条の内容

を提供する機能をいい、以下、「会員メニュー」といいます。）

を利用するための条件を定めるものです。本規定は、PayPay あ

と払い会員規約、個人情報の取扱に関する同意条項、電磁化書

面規定（割販）及びこれらに付随する諸規定（以下、総称して

「PayPay あと払い会員規約等」といいます。）の一部を構成し、

利用者（第１条に定義）は、本規定を承諾するものとします。 

PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定（以

下、「本規定」といいます。）は、PayPay カード（PayPay 決済

用）会員メニュー（第 5 条の内容を提供する機能をいい、以下、

「会員メニュー」といいます。）を利用するための条件を定める

ものです。本規定は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員規

約、個人情報の取扱に関する同意条項、電磁化書面規定（割販）

及びこれらに付随する諸規定（以下、総称して「PayPay カード

（PayPay 決済用）会員規約等」といいます。）の一部を構成し、

利用者（第１条に定義）は、本規定を承諾するものとします。 

第 1 条（定義） 

1.「利用者」とは、PayPay あと払い会員規約等及び本規定を承

認のうえ、PayPay あと払い会員規約第 1 条第 1 項各号に定め

るクレジットサービス（以下、「本サービス」といいます。）に

入会した会員のうち、会員メニューを利用する者をいいます。 

第 1 条（定義） 

1.「利用者」とは、PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約

等及び本規定を承認のうえ、PayPay カード（PayPay 決済用）

会員規約第 1 条第 1 項各号に定めるクレジットサービス（以

下、「本サービス」といいます。）に入会した会員のうち、会員

メニューを利用する者をいいます。 

第 11 条（利用登録抹消） 

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、当該利用者の

会員メニューの利用を制限することができるものとします。 

(1)PayPay あと払い会員資格を喪失した場合  

(2)当社の定める PayPay あと払い会員規約等のいずれかに違

反した場合 

第 11 条（利用登録抹消） 

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、当該利用者の

会員メニューの利用を制限することができるものとします。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員資格を喪失した場合  

(2)当社の定める PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約等

のいずれかに違反した場合 

2022 年 2 月 1 日 2023 年 8 月 1 日 

 

電磁化書面規定（割販） 

旧 新 

第 1 条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（以下、「本規定」といいます。）は、PayPay あ

と払い会員（以下、「会員」といいます。）に対し、毎月のご利

用代金請求明細書、ご契約内容のご案内及び PayPay あと払い

会員規約（以下、「会員規約」といい、ご利用代金請求明細書、

ご契約内容のご案内及び会員規約を総称して「通知書類」とい

います。）を、電磁的方法により交付する機能（以下、「本機能」

といいます。）について定めるものです。 

第 1 条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（以下、「本規定」といいます。）は、PayPay カ

ード（PayPay 決済用）会員（以下、「会員」といいます。）に対

し、毎月のご利用代金請求明細書、ご契約内容のご案内及び

PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約（以下、「会員規約」

といい、ご利用代金請求明細書、ご契約内容のご案内及び会員

規約を総称して「通知書類」といいます。）を、電磁的方法によ

り交付する機能（以下、「本機能」といいます。）について定め

るものです。 



第 2 条（本機能の利用） 

2.会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントにログ

インして PayPay あと払い会員メニュー（以下、「会員メニュ

ー」といいます。）を利用することのできる環境を整えることを

承諾するものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay あと払い会員メニュー利用者規定第 11 条に該当し、

PayPay あと払い会員メニューの利用が制限された場合 

第 2 条（本機能の利用） 

2.会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントにログ

インして PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー（以

下、「会員メニュー」といいます。）を利用することのできる環

境を整えることを承諾するものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定第

11 条に該当し、会員メニューの利用が制限された場合 

2022 年 2 月 1 日 2023 年 8 月 1 日 

 

電磁化書面規定（貸金） 

旧 新 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（貸金）（以下、「本規定」といいます。）は、

PayPay あと払い会員（以下、「会員」といいます。）に対し、

PayPay アプリ上で契約内容等を通知する書面を電磁的方法に

より交付する機能（以下、「本機能」といいます。）について定

めるものです。 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（貸金）（以下、「本規定」といいます。）は、

PayPay カード（PayPay 決済用）会員（以下、「会員」といいま

す。）に対し、PayPay アプリ上で契約内容等を通知する書面を

電磁的方法により交付する機能（以下、「本機能」といいます。）

について定めるものです。 

第２条（書面の種類） 

１．当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供し

ます。 

(1)PayPay あと払い会員規約 

第２条（書面の種類） 

１．当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供し

ます。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約 

第３条（本機能の利用） 

2.会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントにログ

インして PayPay あと払い会員メニュー（以下、「会員メニュ

ー」といいます。）を利用できる環境を整えることを承諾するも

のとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay あと払い会員メニュー利用者規定第 11 条に該当し、

会員メニューの利用が制限された場合 

第３条（本機能の利用） 

2.会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントにログ

インして PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー（以

下、「会員メニュー」といいます。）を利用できる環境を整える

ことを承諾するものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定第

11 条に該当し、会員メニューの利用が制限された場合 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay あと払い会員規約に定める変更手続に従い、

本規定を随時変更することができるものとします。 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約に定める変

更手続に従い、本規定を随時変更することができるものとしま

す。 

2022 年 4 月 19 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項 

旧 新 

規約名：PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要

事項 

規約名：PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱

いに関する重要事項 



第 1 条（適用） 

1.「PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項

（以下「本重要事項」といいます。）」は、PayPay カード株式会

社（以下「PPC」といいます。）が運営する本サービス（第 2 条

1 項に定義。）の会員ら（第 2 条第 4 項に定義。）に関する個人

情報（個人に関する情報で、単独または複数の組み合わせまた

は他の情報との照合により特定の個人を識別できる情報を含

むものをいい、氏名・住所・電話番号・生年月日・メールアド

レス・画像・音声・その他銀行口座番号・ID 等個人別に付され

た符号等をいいますが、これらに限りません。）等の取り扱いに

ついて定めるものです。 

第 1 条（適用） 

1.「PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱いに

関する重要事項（以下「本重要事項」といいます。）」は、PayPay

カード株式会社（以下「PPC」といいます。）が運営する本サー

ビス（第 2 条 1 項に定義。）の会員ら（第 2 条第 4 項に定義。）

に関する個人情報（個人に関する情報で、単独または複数の組

み合わせまたは他の情報との照合により特定の個人を識別で

きる情報を含むものをいい、氏名・住所・電話番号・生年月日・

メールアドレス・画像・音声・その他銀行口座番号・ID 等個人

別に付された符号等をいいますが、これらに限りません。）等の

取り扱いについて定めるものです。 

第 2 条（定義） 

1.「本サービス」とは、PayPay カード（物理カードが発行され

ない場合も含みます。）および PayPay あと払い（「PayPay あと

払い（一括のみ）」を含みません。）の総称をいいます。 

2.「本会員」とは、本重要事項および別途 PPC の定める会員規

約（「PayPay あと払い会員規約」、「個人情報の取扱に関する同

意条項」、「電磁化書面規定(割販)」および「PayPay あと払い会

員メニュー利用者規定」を含み、以下総称して「PPC 会員規約」

といいます。）を承認の上、本サービスの利用を申し込み、PPC

が利用を承諾した方をいいます。 

第 2 条（定義） 

1.「本サービス」とは、PayPay カード（物理カードが発行され

ない場合も含みます。）および PayPay カード（PayPay 決済用）

（「PayPay あと払い（一括のみ）」を含みません。）の総称をい

います。 

2.「本会員」とは、本重要事項および別途 PPC の定める会員規

約（「PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約」、「個人情報の

取扱に関する同意条項」、「電磁化書面規定(割販)」および

「PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定」

を含み、以下総称して「PPC 会員規約」といいます。）を承認

の上、本サービスの利用を申し込み、PPC が利用を承諾した方

をいいます。 

2022 年 10 月 31 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay 株式会社から PayPay カード株式会社に対する個人情報の第三者提供に関する同意条項 

旧 新 

第 1 条（規約への同意） 

PayPay カード株式会社（以下、「PayPay カード」といいます。）

の定める PayPay あと払い会員規約第 1 条第 1 項に定める

PayPay あと払いの会員になろうとする者（以下、「PayPay あ

と払い会員」といいます。）、PayPay あと払い会員特約第１条

第１項に定める PayPay あと払い特約会員になろうとする者

（以下、「PayPay あと払い特約会員」といいます。）及び PayPay

あと払い会員特約（PayPay カード会員用）第１条第１項に定

める PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約会員になろ

うとする者（以下、「PayPay カード会員向け PayPay あと払い

特約会員」といい、「PayPay あと払い会員」及び「PayPay あと

払い特約会員」と併せて「会員」といいます。）は、PayPay あ

と払い（以下、「本サービス」といいます。）の利用手続を開始

する際に、「PayPay 株式会社から PayPay カード株式会社に対

する個人情報の第三者提供に関する同意条項」に同意するもの

第 1 条（規約への同意） 

PayPay カード株式会社（以下、「PayPay カード」といいます。）

の定める PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約第 1 条第 1

項に定める PayPay カード（PayPay 決済用）の会員になろうと

する者（以下、「PayPay カード（PayPay 決済用）会員」といい

ます。）、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約第１条第１

項に定める PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員になろう

とする者（以下、「PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員」

といいます。）及び PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約

（PayPay カード会員用）第１条第１項に定める PayPay カード

会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員になろうと

する者（以下、「PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay

決済用）特約会員」といいます。）を併せて「本会員」といいま

す。また、PayPay カードが提供するクレジットサービスの本

会員が申込みした家族カードの会員（以下、「家族会員」といい



とします。 ます。）は、PayPay カード（PayPay 決済用）（以下、「本サービ

ス」といいます。）の利用手続を開始する際に、「PayPay 株式会

社から PayPay カード株式会社に対する個人情報の第三者提供

に関する同意条項」に同意するものとします。 

第 3 条（個人情報の取扱い） 

本サービスへの申込み又は登録に際し、PayPay は、別表記載

の利用目的で別表記載の情報を PayPay カードに対して提供し

ます。別表に記載の情報の提供にご同意いただけない場合、本

サービスを利用することはできません。 

第 3 条（個人情報の取扱い） 

本サービスへの申込み又は登録に際し、PayPay は、本会員に

ついては別表１記載の利用目的で別表１記載の情報を、家族会

員については別表２記載の利用目的で別表２記載の情報を、

PayPay カードに対して提供します。別表１、２に記載の情報

の提供にご同意いただけない場合、本サービスを利用すること

はできません。 

第 4 条（お問い合わせ窓口） 

PayPay カードは、別表に基づき提供を受ける個人情報を含め、

本サービスの提供にあたり収集、利用する個人情報を、PayPay

カードのプライバシーステートメント（https://www.paypay-

card.co.jp/company/privacystatement.html）に基づき取り扱い

ます。個人情報に関する問い合わせ、開示、訂正、利用停止の

請求は PayPay カードの下記窓口に対し行うものとします。 

第 4 条（お問い合わせ窓口） 

PayPay カードは、別表１、２に基づき提供を受ける個人情報

を含め、本サービスの提供にあたり収集、利用する個人情報を、

PayPay カ ー ド の プ ラ イ バ シ ー ス テ ー ト メ ン ト

（ https://www.paypay-

card.co.jp/company/privacystatement.html）に基づき取り扱い

ます。個人情報に関する問い合わせ、開示、訂正、利用停止の

請求は PayPay カードの下記窓口に対し行うものとします。 

別表 別表１ 本会員の情報について 

 別表２ 家族会員の情報について 

PayPay から提供を受ける個人情報の項目（提供必須項目） 

・電話番号、メールアドレス、その他会員の識別に必要な情報 

・PayPay ポイントを会員に付与した結果に関する情報 

・取引日時、取引金額その他取引管理に関する情報 

・会員からのお問い合わせの内容 

・PayPay サービスの利用状況及び行動履歴、会員の登録情報

等並びにこれらの分析結果 

 個人情報の利用目的 

・本サービスへの登録、本サービスの提供のため 

・本サービスに関する特典付与のため 

・会員情報や取引情報を適正に管理するため 

・PayPay カードが会員からのお問い合せに対応することが必

要と認められる場合に、当該お問い合わせの対応に利用するた

め 

・本サービスに関する宣伝物、広告物を送付・送信するなどの

営業案内に利用するため 

・会員に対して最適なサービスを提供するため 

 PayPay からの情報の受領を解除する方法 

・本会員の任意の手続きによる家族会員の退会。 

2022 年 4 月 1 日 2023 年 8 月 1 日 

 



ETC カード特約 

旧 新 

第 2 条（ETC カード） 

2.当社は、本会員に貸与している本カード（PayPay あと払いを

含みます。）に付帯するカードとして、ETC カードを発行し貸

与します。なお、本カードに付帯できる ETC カードの枚数は、

最大 5 枚までとします。 

第 2 条（ETC カード） 

2.当社は、本会員に貸与している本カード（PayPay カード

（PayPay 決済用）を含みます。）に付帯するカードとして、ETC

カードを発行し貸与します。なお、本カードに付帯できる ETC

カードの枚数は、最大 5 枚までとします。 

2022 年 4 月 19 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay カード会員規約 

旧 新 

第 1 条（会員） 

5. 本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード（以下「家

族カード」といいます。）又は会員番号を利用して決済をした金

額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものと

します。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番

号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとしま

す。この場合、家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用

内容・利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するものと

します。 

第 1 条（会員） 

5.  本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード（PayPay

カード（PayPay 決済）（家族会員が QR コード等を提示等して

クレジット決済を行うことができるサービスをいいます。））を

含み、以下総称して「家族カード」といいます。）又は会員番号

を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法に

より当社に支払うものとします。その他、本会員は、各サービ

ス規約（次条に定義）及び PayPay カード（PayPay 決済用）会

員特約（PayPay カード会員用）に基づき、 家族会員が家族カ

ード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任（家

族会員以外の第三者が家族カード又は会員番号を不正利用等

した場合の責任も含む。）を負うものとし、家族カードの利用分

は第 15 条第 3 項に定める「利用明細」を確認するものとしま

す。また家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・

利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するものとし、本

会員は、家族会員が本会員と家族会員同一の利用可能額及び利

用残高の確認ができることをあらかじめ承諾するものとしま

す 。 

第 15 条（支払方法） 

3．当社は、本会員に対し、カード利用の有無にかかわらず、

毎月のカード利用による支払金等の明細（以下「利用明細」

といいます。）及び残高を原則支払月の当月 12 日頃に会員サ

イト上で表示し、本会員にその旨及び当月の請求予定金額を

本会員のメールアドレスへ通知します。本会員は、速やかに

当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。な

お、当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内に本会員か

らの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたも

のとします。ただし、当社は、法令で発行が必要とされてい

る場合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書（利用

明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいま

す。）を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書

第 15 条（支払方法） 

3．当社は、本会員に対し、カード利用の有無にかかわらず、

毎月のカード利用による支払金等の明細（以下「利用明細」

といいます。）及び残高並びに当月の請求予定金額を原則支

払月の当月 12 日頃に会員サイト上で表示し、本会員にその旨

を本会員のメールアドレスへ通知します。本会員は、速やか

に当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。な

お、当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内に本会員か

らの申出がない限り、利用明細の内容について承認されたも

のとします。ただし、当社は、法令で発行が必要とされてい

る場合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書（利用

明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいま

す。）を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書



の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会

員からの申出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容に

ついて承認されたものとして前二項の口座振替等を行いま

す。 

の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会

員からの申出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容に

ついて承認されたものとして前二項の口座振替等を行いま

す。 

第 33 条の 2（本人認証を用いた本カードの利用） 

1．加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでカードシ

ョッピングの決済をオンラインで行う際に、本会員に対し、カ

ード番号・有効期限等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘

導されたウェブサイトにおいて、あらかじめ登録したパスワー

ド又はワンタイムパスワードの入力による認証手続を要求す

る加盟店（以下「3D セキュア加盟店」といいます。）がありま

す。 

2．本会員が 3D セキュア加盟店でカードショッピングを行う

場合、本会員は、あらかじめ登録したパスワード又は当社に登

録された本会員の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サ

ービス（以下「SMS」といいます。）を用いて送信されたワンタ

イムパスワード（以下併せて「ワンタイムパスワード等」とい

います。）を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイム

パスワード等による本人認証が行われない場合には本カード

の利用ができない場合があることを承諾するものとします。た

だし、3D セキュア加盟店との取引であっても、その内容等に

応じてワンタイムパスワード等の入力が求められない場合が

あります。 

3．本会員は、前項の 3D セキュア加盟店における本人認証で当

社に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号

宛にSMSでワンタイムパスワードが送信されることを認識し、

厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するも

のとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社

に届け出るものとします。 

4．本会員が前項の規定に違反し、本会員以外の者に本カードが

利用された場合、それにより生じる一切の債務については、す

べて本会員が責任を負うものとします。 

第 33 条の 2（本人認証を用いた本カードの利用） 

1．加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでカードシ

ョッピングの決済をオンラインで行う際に、会員に対し、カー

ド番号・有効期限等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導

されたウェブサイトにおいて、あらかじめ登録したパスワード

又はワンタイムパスワードの入力による認証手続を要求する

加盟店（以下「3D セキュア加盟店」といいます。）があります。 

2．会員が 3D セキュア加盟店でカードショッピングを行う場

合、会員は、あらかじめ登録したパスワード又は当社に登録さ

れた会員の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス

（以下「SMS」といいます。）を用いて送信されたワンタイムパ

スワード（以下併せて「ワンタイムパスワード等」といいます。）

を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパスワー

ド等による本人認証が行われない場合には本カードの利用が

できない場合があることを承諾するものとします。ただし、3D

セキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応じてワン

タイムパスワード等の入力が求められない場合があります。 

3．会員は、前項の 3D セキュア加盟店における本人認証で当社

に登録された携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号宛

に SMS でワンタイムパスワードが送信されることを認識し、

厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するも

のとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社

に届け出るものとします。 

4．会員が前項の規定に違反し、会員以外の者に本カードが利用

された場合、それにより生じる一切の債務については、すべて

会員が責任を負うものとします。 

2023 年 3 月 27 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用） 

旧 新 

規約名：PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用） 規約名：PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カ

ード会員用） 

第１条（適用） 

1.PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用）（以下、「本

特約」といいます。）は、PayPay カード会員（以下、「本会員」

といいます。）のうち、PayPay 株式会社（以下、「PayPay」と

第１条（適用） 

1.PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カード会

員用）（以下、「本特約」といいます。）は、PayPay カード会員

（以下、「本会員」といいます。）のうち、PayPay 株式会社（以



いいます。）が定める「PayPay 利用規約」に同意し PayPay ア

カウントを保有したうえで、PayPay カード株式会社（以下、

「当社」といいます。）が提供する PayPay あと払い（QR コー

ド等を利用して PayPay カード情報を用いてクレジット決済を

行うことのできるサービスをいいます。）に当社所定の方法に

より登録した本会員（以下、「本特約会員」といいます。）に適

用されます。 

2.本特約は、PayPay あと払いの利用に際して、PayPay カード

会員規約、PayPay カード個人情報の取扱に関する同意条項及

びこれらに付随する各サービス規約等（以下、総称して「PayPay

カード会員規約等」といいます。）に補充的に適用されるもので

あり、本特約会員には、PayPay カード会員規約等が引き続き

適用されます。なお、本特約にて用いる用語は、本特約にて特

に定義した場合を除き、PayPay カード会員規約等の定めに従

います。 

下、「PayPay」といいます。）が定める「PayPay 利用規約」に

同意し PayPay アカウントを保有したうえで、PayPay カード株

式会社（以下、「当社」といいます。）が提供する PayPay カー

ド（PayPay 決済用）（QR コード等を利用して PayPay カード

情報を用いてクレジット決済を行うことのできるサービスを

いいます。）に当社所定の方法により登録した本会員（以下、「本

特約会員」といいます。）に適用されます。 

2.本特約は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に際して、

PayPay カード会員規約、PayPay カード個人情報の取扱に関す

る同意条項及びこれらに付随する各サービス規約等（以下、総

称して「PayPay カード会員規約等」といいます。）に補充的に

適用されるものであり、本特約会員には、PayPay カード会員

規約等が引き続き適用されます。なお、本特約にて用いる用語

は、本特約にて特に定義した場合を除き、PayPay カード会員

規約等の定めに従います。 

第２条（PayPay あと払いの概要） 

1.本特約会員が当社所定の方法で登録を行うことにより、

PayPay アプリの支払方法として PayPay あと払いが追加され

ます。 

2.本特約会員は、PayPay の加盟店で商品の購入やサービスの提

供を受けることができます。 

3.PayPay あと払いの会員メニュー（以下、「会員メニュー」と

いいます。）上には、PayPay カードの利用情報や属性情報、カ

ード情報（氏名、会員番号及びカードの有効期限等）等が表示

されます。 

第２条（PayPay カード（PayPay 決済用）の概要） 

1.本特約会員が当社所定の方法で登録を行うことにより、

PayPay アプリの支払方法として PayPay カード（PayPay 決済

用）が追加されます。 

2.本特約会員は、PayPay の加盟店で商品の購入やサービスの提

供を受けることができます。 

3.PayPay カード（PayPay 決済用）の会員メニュー（以下、「会

員メニュー」といいます。）上には、PayPay カードの利用情報

や属性情報、カード情報（氏名、会員番号及びカードの有効期

限等）等が表示されます。 

第３条（利用条件及び留意点等） 

本特約会員は、PayPay あと払いの利用にあたり、次の各号に

定める事項を承諾するものとします。 

(1) PayPay あと払いの利用には PayPay アカウントの発行・維

持が必要です。 

(2) 別途、当社が定める「PayPay あと払い会員メニュー利用者

規定（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約）」「電磁化

書面規定（割販）（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特

約）」「電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード会員向け PayPay

あと払い特約）」に基づき、当社が交付する明細書等の書面（法

令等で交付が必要な書面を含みます。）を電磁的方法で提供を

受けることに承諾し、電磁的方法にてその内容の確認をするも

のとします。 

第３条（利用条件及び留意点等） 

1.PayPay カード（PayPay 決済用）の利用には PayPay アカウ

ントの発行・維持が必要です。 

2. PayPay カード（PayPay 決済用）の利用にあたり、別途、当

社が定める「PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利

用者規定（PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決

済用）特約）」「電磁化書面規定（割販）（PayPay カード会員向

け PayPay カード（PayPay 決済用）特約）」「電磁化書面規定

（貸金）（PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済

用）特約）」に同意のうえ、これらに基づき、当社が交付する明

細書等の書面（法令等で交付が必要な書面を含みます。）を電磁

的方法で提供を受けることに承諾し、電磁的方法にてその内容

の確認をするものとします。 

第４条（提供サービスと利用） 

1.本特約会員は、当社からの PayPay あと払いの利用に関する

ご案内、注意事項、その他別途定める規定等がある場合はそれ

に従うものとし、違反した場合、PayPay あと払いを利用でき

第４条（提供サービスと利用） 

1.本特約会員は、当社からの PayPay カード（PayPay 決済用）

の利用に関するご案内、注意事項、その他別途定める規定等が

ある場合はそれに従うものとし、違反した場合、PayPay カー



ない場合があります。 

2.PayPay あと払いに付随する、ヤフー株式会社（以下、「ヤフ

ー」といいます。）、PayPay 及び両社と提携するサービス提供

会社（以下、総称して「各サービス提供者」といいます。）が提

供するサービス並びにその内容については、各サービス提供者

がホームページ等その他各サービス提供者所定の方法により

本特約会員に通知又は公表します。本特約会員は、各サービス

提供者が提供するサービスを利用する場合、各サービス提供者

の規定に従うものとします。 

ド（PayPay 決済用）を利用できない場合があります。 

2.PayPay カード（PayPay 決済用）に付随する、ヤフー株式会

社（以下、「ヤフー」といいます。）、PayPay 及び両社と提携す

るサービス提供会社（以下、総称して「各サービス提供者」と

いいます。）が提供するサービス並びにその内容については、各

サービス提供者がホームページ等その他各サービス提供者所

定の方法により本特約会員に通知又は公表します。本特約会員

は、各サービス提供者が提供するサービスを利用する場合、各

サービス提供者の規定に従うものとします。 

第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

本特約会員が PayPay あと払いを利用した場合、PayPay の定め

る 「 PayPay 残 高 利 用 規 約 」

（https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/）

に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 

本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済用）を利用した場

合 、 PayPay の 定 め る 「 PayPay 残 高 利 用 規 約 」

（https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/）

に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

第 6 条（通信端末機器等の管理責任） 

1.PayPay あと払いを利用するために必要な通信携帯端末機器

及びソフトウェア等（以下、「通信端末機器等」といいます。）、

通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は本特約会員の

負担と責任において行うものとします。 

第 6 条（通信端末機器等の管理責任） 

1.PayPay カード（PayPay 決済用）を利用するために必要な通

信携帯端末機器及びソフトウェア等（以下、「通信端末機器等」

といいます。）、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は

本特約会員の負担と責任において行うものとします。 

4.本特約会員は、前三項への違反その他通信端末機器等、パス

ワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する

第三者による PayPay あと払いの利用又は本特約会員による使

用上の過誤その他これらに準じる全ての事由によって本特約

会員に生じた損害であっても自ら責任を負うものとし、当社は

一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰

すべき事由による場合は除きます。 

5.当社は、通信端末機器等を通じた PayPay あと払いの提供に

関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、最新性、継続性、

通信端末機器等への適合性、動作性、安全性等を保証するもの

ではありません。また当社は、当社に故意又は過失に基づく債

務不履行があるときを除き、通信端末機器等を通じた PayPay

あと払いの利用により発生した本特約会員の損害（第三者との

間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。）、通信端末機

器等を通じて PayPay あと払いを利用できなかったことにより

発生した本特約会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務そ

の他いかなる責任も一切負わないものとします。 

4.本特約会員は、前三項への違反その他通信端末機器等、パス

ワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する

第三者による PayPay カード（PayPay 決済用）の利用又は本特

約会員による使用上の過誤その他これらに準じる全ての事由

によって本特約会員に生じた損害であっても自ら責任を負う

ものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、

当社の責めに帰すべき事由による場合は除きます。 

5.当社は、通信端末機器等を通じた PayPay カード（PayPay 決

済用）の提供に関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、

最新性、継続性、通信端末機器等への適合性、動作性、安全性

等を保証するものではありません。また当社は、当社に故意又

は過失に基づく債務不履行があるときを除き、通信端末機器等

を通じた PayPay カード（PayPay 決済用）の利用により発生し

た本特約会員の損害（第三者との間で生じたトラブルに起因す

る損害を含みます。）、通信端末機器等を通じて PayPay カード

（PayPay 決済用）を利用できなかったことにより発生した本

特約会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務その他いかな

る責任も一切負わないものとします。 

第 7 条（通知等） 

1.本特約会員は、PayPay あと払いの利用に際し、当社所定の方

法により本特約会員が利用する携帯電話番号又は電子メール

アドレスを当社に登録するものとします。 

2.当社は、本特約会員に対して、PayPay アプリ上若しくは会員

第 7 条（通知等） 

1.本特約会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に際

し、当社所定の方法により本特約会員が利用する携帯電話番号

又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。 

2.当社は、本特約会員に対して、PayPay アプリ上若しくは会員



メニュー内において必要事項を通知することがあります。ま

た、前項の携帯電話番号若しくは電子メールアドレス宛にショ

ート・メッセ―ジ・サービス若しくは電子メール等を使用し、

PayPay あと払いに関する必要事項を通知することがありま

す。この場合、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、

当社所定の方法によりあらかじめ本特約会員の承諾を得るも

のとします。 

メニュー内において必要事項を通知することがあります。ま

た、前項の携帯電話番号若しくは電子メールアドレス宛にショ

ート・メッセ―ジ・サービス若しくは電子メール等を使用し、

PayPay カード（PayPay 決済用）に関する必要事項を通知する

ことがあります。この場合、当社が広告宣伝に関する案内をす

る場合には、当社所定の方法によりあらかじめ本特約会員の承

諾を得るものとします。 

4.当社は、本特約会員に対し、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay

アカウントにログイン中、ヤフーのウェブサイト又は PayPay

アプリ上若しくは会員メニューにおいて、PayPay あと払いの

利用に関する案内、通知等の発送状況等に関する案内、請求額

の案内、その他必要事項を通知することがあります。本特約会

員は、当該通知に関して善良なる管理者の注意をもって管理・

受領するものとし、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay アカウント

にログインされた状態で、本特約会員以外の第三者が表示され

た通知等を閲覧することなどにより本特約会員に発生した損

害について、当社は一切責任を負わないものとします。 

4.当社は、本特約会員に対し、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay

アカウントにログイン中、ヤフーのウェブサイト又は PayPay

アプリ上若しくは会員メニューにおいて、PayPay カード

（PayPay 決済用）の利用に関する案内、通知等の発送状況等

に関する案内、請求額の案内、その他必要事項を通知すること

があります。本特約会員は、当該通知に関して善良なる管理者

の注意をもって管理・受領するものとし、Yahoo! JAPAN ID 又

は PayPay アカウントにログインされた状態で、本特約会員以

外の第三者が表示された通知等を閲覧することなどにより本

特約会員に発生した損害について、当社は一切責任を負わない

ものとします。 

第 8 条（通信端末機器等・パスワード等の紛失・盗難等） 

2.通信端末機器等若しくはパスワード等又は当社に届け出た銀

行口座情報その他の PayPay アカウントに関する情報の紛失、

盗取等に起因する第三者による PayPay あと払いの不正利用に

係る一切の支払債務について、本特約を適用し、全て本特約会

員が負担するものとします。ただし、不正利用につき警察署及

び当社に届け出るとともに、当社が書類、情報その他証拠とな

るものの提出を求めた場合には遅滞なくこれに応じ、かつ、当

社が認めた場合には、発生日から 60 日以内に当社が連絡を受

理した不正利用については、その支払の全部又は一部を免除し

ます。 

第 8 条（通信端末機器等・パスワード等の紛失・盗難等） 

2.通信端末機器等若しくはパスワード等又は当社に届け出た銀

行口座情報その他の PayPay アカウントに関する情報の紛失、

盗取等に起因する第三者による PayPay カード（PayPay 決済

用）の不正利用に係る一切の支払債務について、本特約を適用

し、全て本特約会員が負担するものとします。ただし、不正利

用につき警察署及び当社に届け出るとともに、当社が書類、情

報その他証拠となるものの提出を求めた場合には遅滞なくこ

れに応じ、かつ、当社が認めた場合には、発生日から 60 日以

内に当社が連絡を受理した不正利用については、その支払の全

部又は一部を免除します。 

(8) 暗証番号その他本特約会員の本人確認のために用いられ

る番号・記号等（以下、「暗証番号」といいます。）を使用する

PayPay あと払いの利用において、使用された暗証番号と登録

の暗証番号との一致を確認したうえで PayPay あと払いの利用

が行われた場合 

(8) 暗証番号その他本特約会員の本人確認のために用いられ

る番号・記号等（以下、「暗証番号」といいます。）を使用する

PayPay カード（PayPay 決済用）の利用において、使用された

暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認したうえで PayPay

カード（PayPay 決済用）の利用が行われた場合 

第 9 条（PayPay あと払いの利用停止、本特約会員資格取消し） 

1.本特約会員が、本特約又は PayPay カード会員規約等に違反

し若しくは違反するおそれがある場合、本特約会員の PayPay

あと払い又は PayPay カードの利用状況について、換金目的と

した商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が

認めた場合、PayPay あと払い又は PayPay カードの利用の継続

が不適切であると当社が認めた場合、本特約会員本人の同一性

に関し疑義が生じた場合、通信端末機器等の第三者による不正

第 9 条（PayPay カード（PayPay 決済用）の利用停止、本特約

会員資格取消し） 

1.本特約会員が、本特約又は PayPay カード会員規約等に違反

し若しくは違反するおそれがある場合、本特約会員の PayPay

カード（PayPay 決済用）又は PayPay カードの利用状況につい

て、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審が

あると当社が認めた場合、PayPay カード（PayPay 決済用）又

は PayPay カードの利用の継続が不適切であると当社が認めた



利用を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、PayPay

カードの利用が停止された場合、その他当社が必要と判断した

場合には、当社は本特約会員に通知することなく次の措置をと

ることができるものとします。 

(1) PayPay あと払いの利用をお断りすること 

(2) PayPay あと払いの利用を停止（PayPay あと払いの全部又

は一部の利用停止、並びに、付帯サー 

ビス等及びその機能の全部又は一部の利用停止を含みます。）

すること 

(3) 加盟店等に対し PayPay あと払い及び PayPay カードの無

効を通知すること 

(4) 当社が必要と認めた法的措置をとること 

(5) PayPay カードの利用をお断り又は利用を停止する（PayPay

カードの全部又は一部の利用停止、 

並びに付帯サービス等及びその機能の全部又は一部の利用停

止を含みます。）こと 

2.本特約会員が PayPay から PayPay アカウントを一時停止さ

れた場合、PayPay あと払いを利用することができなくなる場

合があります。 

3.第 1 項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、当社所

定の方法によるものとします。 

4.当社は、本特約会員が次の各号のいずれかの事由に該当した

場合は、本特約会員に通知することなく本特約会員資格又は

PayPay カード会員資格の一方又は両方を喪失させることがで

き、加盟店等に PayPay あと払い又は PayPay カードの無効を

通知又は登録することがあります。 

(1) 本特約会員が PayPay から PayPay アカウントを削除され

た場合  

(2) 本特約会員が PayPay あと払いの登録又は PayPay カード

の申し込みその他当社への申し込み等で虚偽の申告をした場

合 

(3) 本特約会員が本特約又は PayPay カード会員規約等のいず

れかに違反した場合 

(4) PayPay カード会員資格を取り消された場合（退会した場合

を含みます。） 

(5) 換金を目的とした商品購入の疑い等、本特約会員のPayPay

あと払い又は PayPay カードの利用状況が不適当若しくは不審

があると当社が認めた場合 

5.本特約会員は、PayPay あと払い又は PayPay カードが機能停

止した場合には、当社又は各サービス提携先が提供する付帯サ

ービス等を利用できなくなる場合があることをあらかじめ承

諾するものとします。  

場合、本特約会員本人の同一性に関し疑義が生じた場合、通信

端末機器等の第三者による不正利用を未然に防止する必要が

あると当社が認めた場合、PayPay カードの利用が停止された

場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は本特約会

員に通知することなく次の措置をとることができるものとし

ます。 

(1) PayPay カード（PayPay 決済用）の利用をお断りすること 

(2) PayPay カード（PayPay 決済用）の利用を停止（PayPay カ

ード（PayPay 決済用）の全部又は一部の利用停止、並びに、付

帯サー 

ビス等及びその機能の全部又は一部の利用停止を含みます。）

すること 

(3) 加盟店等に対し PayPay カード（PayPay 決済用）及び

PayPay カードの無効を通知すること 

(4) 当社が必要と認めた法的措置をとること 

(5) PayPay カードの利用をお断り又は利用を停止する（PayPay

カードの全部又は一部の利用停止、 

並びに付帯サービス等及びその機能の全部又は一部の利用停

止を含みます。）こと 

2.本特約会員が PayPay から PayPay アカウントを一時停止さ

れた場合、PayPay カード（PayPay 決済用）を利用することが

できなくなる場合があります。 

3.第 1 項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、当社所

定の方法によるものとします。 

4.当社は、本特約会員が次の各号のいずれかの事由に該当した

場合は、本特約会員に通知することなく本特約会員資格又は

PayPay カード会員資格の一方又は両方を喪失させることがで

き、加盟店等に PayPay カード（PayPay 決済用）又は PayPay

カードの無効を通知又は登録することがあります。 

(1) 本特約会員が PayPay から PayPay アカウントを削除され

た場合  

(2) 本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済用）の登録又は

PayPay カードの申し込みその他当社への申し込み等で虚偽の

申告をした場合 

(3) 本特約会員が本特約又は PayPay カード会員規約等のいず

れかに違反した場合 

(4) PayPay カード会員資格を取り消された場合（退会した場合

を含みます。） 

(5) 換金を目的とした商品購入の疑い等、本特約会員のPayPay

カード（PayPay 決済用）又は PayPay カードの利用状況が不適

当若しくは不審があると当社が認めた場合 

5.本特約会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）又は PayPay



カードが機能停止した場合には、当社又は各サービス提携先が

提供する付帯サービス等を利用できなくなる場合があること

をあらかじめ承諾するものとします。  

第１０条（退会） 

1.本特約会員は、PayPay あと払いだけを退会することができま

せん。PayPay あと払いを退会する場合、PayPay カードも退会

となります。 

2.PayPay カードを退会すると、PayPay あと払いも退会となり

ます。  

3.本特約会員は、当社又は各サービス提供者が提供する付帯サ

ービス等について、PayPay あと払いを退会した時点で利用で

きなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとしま

す。 

第１０条（退会） 

1.本特約会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）だけを退会

することができません。PayPay カード（PayPay 決済用）を退

会する場合、PayPay カードも退会となります。 

2.PayPay カードを退会すると、PayPay カード（PayPay 決済

用）も退会となります。  

3.本特約会員は、当社又は各サービス提供者が提供する付帯サ

ービス等について、PayPay カード（PayPay 決済用）を退会し

た時点で利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾

するものとします。 

第１１条（本特約の変更） 

2.当社は、本特約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更

内容に応じた期間を設けて、当社所定のウェブサイト又は会員

メニューその他当社所定の方法により本特約会員にその内容

をお知らせします。なお、当社からその内容をお知らせした後

に、本特約会員が本特約の変更日までの間に異議を述べない場

合又は本特約の変更日以降に本特約会員が PayPay あと払いを

利用した場合には、本特約会員は変更内容を承諾したものとみ

なして、変更後の本特約を適用します。 

3.本特約会員が変更後の本特約を承諾しない場合には、本特約

会員又は当社から PayPay あと払いを退会することができるも

のとします。 

第１１条（本特約の変更） 

2.当社は、本特約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更

内容に応じた期間を設けて、当社所定のウェブサイト又は会員

メニューその他当社所定の方法により本特約会員にその内容

をお知らせします。なお、当社からその内容をお知らせした後

に、本特約会員が本特約の変更日までの間に異議を述べない場

合又は本特約の変更日以降に本特約会員が PayPay カード

（PayPay 決済用）を利用した場合には、本特約会員は変更内

容を承諾したものとみなして、変更後の本特約を適用します。 

3.本特約会員が変更後の本特約を承諾しない場合には、本特約

会員又は当社から PayPay カード（PayPay 決済用）を退会する

ことができるものとします。 

2022 年 11 月 7 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員メニュー利用者規定(PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約) 

旧 新 

規約名：PayPay あと払い会員メニュー利用者規定(PayPay カ

ード会員向け PayPay あと払い特約) 

規約名：PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者

規定(PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）

特約) 

PayPay あと払い会員メニュー利用者規定(PayPay カード会員

向け PayPay あと払い特約） （以下、「本規定」といいます。）

は、PayPay あと払い会員メニュー（第 5 条の内容を提供する

機能をいい、以下、「会員メニュー」といいます。）を利用する

ための条件を定めるものです。本規定は、PayPay あと払い会員

特約（PayPay カード会員用）、個人情報の取扱に関する同意条

項（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約条項）、PayPay

カード会員向け PayPay あと払いに係る諸規定（以下、総称し

て「PayPay カード会員向け PayPay あと払い会員特約等」とい

います。）の一部を構成し、利用者（第１条に定義）は、本規定

PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定

(PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特

約） （以下、「本規定」といいます。）は、PayPay カード（PayPay

決済用）会員メニュー（第 5 条の内容を提供する機能をいい、

以下、「会員メニュー」といいます。）を利用するための条件を

定めるものです。本規定は、PayPay カード（PayPay 決済用）

会員特約（PayPay カード会員用）、個人情報の取扱に関する同

意条項（PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済

用）特約条項）、PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay

決済用）に係る諸規定（以下、総称して「PayPay カード会員向



を承諾するものとします。なお、本規定において使用する用語

は、本規定に定めるほかは、PayPay カード会員向け PayPay あ

と払い会員特約の定義に従うものとします。 

け PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約等」といいます。）

の一部を構成し、利用者（第１条に定義）は、本規定を承諾す

るものとします。なお、本規定において使用する用語は、本規

定に定めるほかは、PayPay カード会員向け PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約の定義に従うものとします。 

第 1 条（定義） 

1.「利用者」とは、PayPay カード会員向け PayPay あと払い会

員特約等及び本規定を承認のうえ PayPay あと払いに登録した

者のうち、会員メニューを利用するものをいいます。 

第 1 条（定義） 

1.「利用者」とは、PayPay カード会員向け PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約等及び本規定を承認のうえ PayPay

カード（PayPay 決済用）に登録した者のうち、会員メニュー

を利用するものをいいます。 

第 5 条（会員メニューの内容等） 

1.当社の提供する会員メニューの内容は、以下のとおりとしま

す。 

(1)利用者の住所、勤務先、連絡先、その他の利用者が当社に届

け出た情報（以下、「属性情報」といいます。）の照会及び変更 

(2)PayPay あと払い及び PayPay カードの利用情報の照会及び

支払方法の変更 

第 5 条（会員メニューの内容等） 

1.当社の提供する会員メニューの内容は、以下のとおりとしま

す。 

(1)利用者の住所、勤務先、連絡先、その他の利用者が当社に届

け出た情報（以下、「属性情報」といいます。）の照会及び変更 

(2)PayPay カード（PayPay 決済用）及び PayPay カードの利用

情報の照会及び支払方法の変更 

第 7 条（提供サービス） 

1.利用者は、会員メニューのほか、当社と共に PayPay あと払

いの提供に関係する第三者（以下、「サービス提供者」といいま

す。）が提供するサービス（以下、「提供サービス」といいます。）

を利用することができるものとします。 

第 7 条（提供サービス） 

1.利用者は、会員メニューのほか、当社と共に PayPay カード

（PayPay 決済用）の提供に関係する第三者（以下、「サービス

提供者」といいます。）が提供するサービス（以下、「提供サー

ビス」といいます。）を利用することができるものとします。 

第 11 条（利用登録抹消） 

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、当該利用者の

会員メニューの利用を制限することができるものとします。 

(1)PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約会員資格を喪

失した場合 

(2)当社の定める PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会

員用）等のいずれかに違反した場合 

(3)本規定のいずれかに違反した場合 

(4)PayPay あと払い利用・登録を行う際に、虚偽の情報を送信・

登録した場合 

(5)法令に違反する行為、又は違反するおそれのある場合 

(6)会員メニューの利用に際し必要とされる債務支払又は義務

の履行を行わなかった場合 

(7)PayPay あと払いの不正利用が行われ又は行われるおそれが

あると当社が認めた場合 

(8)その他当社が利用者として不適当と判断した場合 

(9)利用者から PayPay あと払いについて退会の申し出を受け

た場合 

(10)当社が必要と認めた場合 

第 11 条（利用登録抹消） 

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、当該利用者の

会員メニューの利用を制限することができるものとします。 

(1)PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特

約会員資格を喪失した場合 

(2)当社の定める PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約

（PayPay カード会員用）等のいずれかに違反した場合 

(3)本規定のいずれかに違反した場合 

(4)PayPay カード（PayPay 決済用）利用・登録を行う際に、虚

偽の情報を送信・登録した場合 

(5)法令に違反する行為、又は違反するおそれのある場合 

(6)会員メニューの利用に際し必要とされる債務支払又は義務

の履行を行わなかった場合 

(7)PayPay カード（PayPay 決済用）の不正利用が行われ又は

行われるおそれがあると当社が認めた場合 

(8)その他当社が利用者として不適当と判断した場合 

(9)利用者から PayPay カード（PayPay 決済用）について退会

の申し出を受けた場合 

(10)当社が必要と認めた場合 

第 12 条（利用者に対する通知） 第 12 条（利用者に対する通知） 



1.利用者は、PayPay あと払いの利用及び本規定に基づく利用者

に対する通知を、PayPay アプリ上若しくは会員メニューを通

じて受領することのできるよう通信端末機器等を利用及び管

理するものとします。通信端末機器等が PayPay アプリ上若し

くは会員メニューを通じて当社からの通知を受領することの

できない状態に置かれている場合、利用者において当該通知を

通常受領されるべき時に受領したとみなされるものとします。 

2.PayPay あと払いの利用及び本規定に基づく利用者に対する

通知を、当該利用者が届け出た携帯電話番号等宛に、ショート・

メッセージ・サービス（以下、「SMS」といいます。）若しくは

電子メール（以下、SMS と併せて「SMS 等」）により発信した

ときは、当該通知内容が発信されたときをもって、利用者に到

達したものとみなします。 

1.利用者は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用及び本規

定に基づく利用者に対する通知を、PayPay アプリ上若しくは

会員メニューを通じて受領することのできるよう通信端末機

器等を利用及び管理するものとします。通信端末機器等が

PayPay アプリ上若しくは会員メニューを通じて当社からの通

知を受領することのできない状態に置かれている場合、利用者

において当該通知を通常受領されるべき時に受領したとみな

されるものとします。 

2.PayPay カード（PayPay 決済用）の利用及び本規定に基づく

利用者に対する通知を、当該利用者が届け出た携帯電話番号等

宛に、ショート・メッセージ・サービス（以下、「SMS」といい

ます。）若しくは電子メール（以下、SMS と併せて「SMS 等」）

により発信したときは、当該通知内容が発信されたときをもっ

て、利用者に到達したものとみなします。 

第 16 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用）に

定める変更手続に従い、本規定を随時変更することができるも

のとします。 

第 16 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カ

ード会員用）に定める変更手続に従い、本規定を随時変更する

ことができるものとします。 

第 17 条（本規定の優越） 

会員メニューの利用に際し、当社が別に定める PayPay あと払

い会員特約（PayPay カード会員用）その他の規約と本規定とが

矛盾抵触する場合は、本規定が優先されるものとします。 

第 17 条（本規定の優越） 

会員メニューの利用に際し、当社が別に定める PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カード会員用）その他の

規約と本規定とが矛盾抵触する場合は、本規定が優先されるも

のとします。 

2022 年 2 月 28 日 2023 年 8 月 1 日 

 

電磁化書面規定（割販）（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約） 

旧 新 

規約名：電磁化書面規定（割販）（PayPay カード会員向けPayPay

あと払い特約） 

規約名：電磁化書面規定（割販）（PayPayカード会員向けPayPay

カード（PayPay 決済用）特約） 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（割販）（PayPay カード会員向け PayPay あと

払い特約）（以下、「本規定」といいます。）は、PayPay カード

会員向け PayPay あと払い特約会員（以下、「特約会員」といい

ます。）に対し、PayPay アプリ上で毎月のご利用代金請求明細

書、ご契約内容のご案内及び PayPay カード会員規約、並びに

PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用）（以下、これ

らを総称して「通知書類」といいます。）を、電磁的方法により

交付する機能（以下、「本機能」といいます。）について定める

ものです。 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（割販）（PayPay カード会員向け PayPay カー

ド（PayPay 決済用）特約）（以下、「本規定」といいます。）は、

PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特約

会員（以下、「特約会員」といいます。）に対し、PayPay アプリ

上で毎月のご利用代金請求明細書、ご契約内容のご案内及び

PayPay カード会員規約、並びに PayPay カード（PayPay 決済

用）会員特約（PayPay カード会員用）（以下、これらを総称し

て「通知書類」といいます。）を、電磁的方法により交付する機

能（以下、「本機能」といいます。）について定めるものです。 

第２条（本機能の利用） 

1.特約会員は、本規定に同意したうえで本機能を利用するもの

とします。 

第２条（本機能の利用） 

1.特約会員は、本規定に同意したうえで本機能を利用するもの

とします。 



2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay あと払い会員メニュー（以下、「会員メニ

ュー」といいます。）を利用できる環境を整えることを承諾する

ものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay あと払い会員メニュー利用者規定（PayPay カード

会員向け PayPay あと払い特約）第 11 条に該当し、会員メニュ

ーの利用が制限された場合 

2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー

（以下、「会員メニュー」といいます。）を利用できる環境を整

えることを承諾するものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定

（PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特

約）第 11 条に該当し、会員メニューの利用が制限された場合 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用）に

定める変更手続に従い、本規定を随時変更することができるも

のとします。 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カ

ード会員用）に定める変更手続に従い、本規定を随時変更する

ことができるものとします。 

2022 年 2 月 28 日 2023 年 8 月 1 日 

 

電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約） 

旧 新 

規約名：電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード会員向けPayPay

あと払い特約） 

規約名：電磁化書面規定（貸金）（PayPayカード会員向けPayPay

カード（PayPay 決済用）特約） 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード会員向け PayPay あと

払い特約）（以下、「本規定」といいます。）は、PayPay カード

会員向け PayPay あと払い特約会員（以下、「特約会員」といい

ます。）に対し、PayPay アプリ上で契約内容等を通知する書面

を電磁的方法により交付する機能（以下、「本機能」といいま

す。）について定めるものです。 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード会員向け PayPay カー

ド（PayPay 決済用）特約）（以下、「本規定」といいます。）は、

PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特約

会員（以下、「特約会員」といいます。）に対し、PayPay アプリ

上で契約内容等を通知する書面を電磁的方法により交付する

機能（以下、「本機能」といいます。）について定めるものです。 

第２条（書面の種類） 

１．当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供し

ます。 

(1)PayPay カード会員規約 

(2)PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用） 

第２条（書面の種類） 

１．当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供し

ます。 

(1)PayPay カード会員規約 

(2)PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カード

会員用） 

第３条（本機能の利用） 

1.特約会員は、本規定に同意したうえで本機能を利用するもの

とします。 

2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay あと払い会員メニュー（以下、「会員メニ

ュー」といいます。）を利用できる環境を整えることを承諾する

ものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay あと払い会員メニュー利用者規定(PayPay カード会

第３条（本機能の利用） 

1.特約会員は、本規定に同意したうえで本機能を利用するもの

とします。 

2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー

（以下、「会員メニュー」といいます。）を利用できる環境を整

えることを承諾するものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定



員向け PayPay あと払い特約） (PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特

約） 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用）に

定める変更手続に従い、本規定を随時変更することができるも

のとします。 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カ

ード会員用）に定める変更手続に従い、本規定を随時変更する

ことができるものとします。 

2022 年 4 月 19 日 2023 年 8 月 1 日 

 

個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約条項）（2022 年 11 月 14 日以

前に同意された方向け） 

旧 新 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員

向け PayPay あと払い特約条項）（2022 年 11 月 14 日以前に同

意された方向け） 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会

員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）（2022 年 11

月 14 日以前に同意された方向け） 

第１条（適用） 

1.「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け

PayPay あと払い特約条項）」（以下、「本特約条項」といいます。）

は「PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用）」に定め

る本特約会員の個人情報の取り扱いについて定めるものです。 

2.本特約条項は、本特約会員が PayPay あと払いを利用するに

あたり必要となる事項を PayPay カード個人情報の取扱に関す

る同意条項（以下、「同意条項」といいます。）に、本特約条項

第 5 条第 1 項（１）（ウ）並びに（２）（オ）（カ）、第 5 条第 3

項を追加したものであり、同意条項に基づき当社が収集・保有

する個人情報についても、本特約会員には本特約条項が適用さ

れます。また、本特約において使用する用語は、「PayPay あと

払い会員特約（PayPay カード会員用）」及び本特約条項に定め

るものの他は、同意条項の定義に従うものとします。 

第１条（適用） 

1.「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け

PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）」（以下、「本特約

条項」といいます。）は「PayPay カード（PayPay 決済用）会員

特約（PayPay カード会員用）」に定める本特約会員の個人情報

の取り扱いについて定めるものです。 

2.本特約条項は、本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済

用）を利用するにあたり必要となる事項を PayPay カード個人

情報の取扱に関する同意条項（以下、「同意条項」といいます。）

に、本特約条項第 5 条第 1 項（１）（ウ）並びに（２）（オ）

（カ）、第 5 条第 3 項を追加したものであり、同意条項に基づ

き当社が収集・保有する個人情報についても、本特約会員には

本特約条項が適用されます。また、本特約において使用する用

語は、「PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カ

ード会員用）」及び本特約条項に定めるものの他は、同意条項

の定義に従うものとします。 

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的  

（ア）PayPay カード（以下、「カード」といいます。）に関する

契約（以下、PayPay あと払いの利用及びこれらの申込みを含

み、「本契約」といいます。）及び今後の当社との取引の与信判

断及び与信後の管理のために利用すること。 

（イ）カード又は PayPay あと払いの利用確認及び利用代金の

支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）をすること（下

記（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関する支払等の案

内は、本特約会員に案内します。）。 

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的  

（ア）PayPay カード（以下、「カード」といいます。）に関する

契約（以下、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用及びこれ

らの申込みを含み、「本契約」といいます。）及び今後の当社と

の取引の与信判断及び与信後の管理のために利用すること。 

（イ）カード又は PayPay カード（PayPay 決済用）の利用確認

及び利用代金の支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）

をすること（下記（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関

する支払等の案内は、本特約会員に案内します。）。 

（2）個人情報 

（エ）本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上に

（2）個人情報 

（エ）本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上に



おける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証

等の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay あと払い利用

履歴及び過去の債務の返済状況 

おける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証

等の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay カード（PayPay

決済用）利用履歴及び過去の債務の返済状況 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

（2）利用目的 

（オ）ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲

げる事項及びヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取

り扱いに関する重要事項」並びにプライバシーポリシーに定め

る利用目的のため（第三者提供に関する同意状況の管理を含み

ます。）に利用すること。 

（あ）PayPay あと払いに関連するお問い合わせに対してヤフ

ーにおいて対応することが適切と判断されるときに、ヤフーが

当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取り扱いに

関する重要事項（PayPay あと払い特約条項）」に定める利用目

的のために利用するため。 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

（2）利用目的 

（オ）ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲

げる事項及びヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取

り扱いに関する重要事項」並びにプライバシーポリシーに定め

る利用目的のため（第三者提供に関する同意状況の管理を含み

ます。）に利用すること。 

（あ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関連するお問い合わ

せに対してヤフーにおいて対応することが適切と判断される

ときに、ヤフーが当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取り扱い

に関する重要事項（PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）」

に定める利用目的のために利用するため。 

３．本特約会員は、当社が予めホームページ（https:// www. 

paypay-card.co.jp/）又は PayPay あと払い会員メニューその他

当社所定の方法により改訂後の本特約条項を掲載し公表する

ことで、第 5 条第１項（1）（イ）に定める当社グループ企業及

び提携企業を変更することを、予め承諾するものとします。 

３．本特約会員は、当社が予めホームページ（https:// www. 

paypay-card.co.jp/）又は PayPay カード（PayPay 決済用）会

員メニューその他当社所定の方法により改訂後の本特約条項

を掲載し公表することで、第 5 条第１項（1）（イ）に定める当

社グループ企業及び提携企業を変更することを、予め承諾する

ものとします。 

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

１．第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）

による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい

る場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社

での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、

請求書送付や PayPay カード会員規約及び PayPay あと払い会

員特約（PayPay カード会員用）の改定のお知らせ等業務上必要

な書類に同封又はメール送信等される宣伝物・印刷物について

はこの限りではありません。なお、本特約会員が貸金業法で定

める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出す

るものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、

当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。 

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

１．第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）

による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい

る場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社

での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、

請求書送付や PayPay カード会員規約及び PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カード会員用）の改定の

お知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信等される

宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、本

特約会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社

所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合に

は、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わない

ものとします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項は PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員

用）に定める変更手続に従い、必要な範囲内で変更できるもの

とします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項はPayPayカード（PayPay決済用）会員特約（PayPay

カード会員用）に定める変更手続に従い、必要な範囲内で変更

できるものとします。 

2022 年 10 月 31 日 2023 年 8 月 1 日 

［相談窓口］ 

1.商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay あと払い

［相談窓口］ 

1.商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay カード



を利用された加盟店にご連絡ください。 （PayPay 決済用）を利用された加盟店にご連絡ください。 

 

個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約条項）（2022 年 11 月 15 日以

降に同意される方向け） 

旧 新 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員

向け PayPay あと払い特約条項）（2022 年 11 月 15 日以降に同

意される方向け） 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会

員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）（2022 年 11

月 15 日以降に同意される方向け） 

第 1 条（適用） 

1.「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け

PayPay あと払い特約条項）」（以下、「本特約条項」といいます。）

は「PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員用）」に定め

る本特約会員の個人情報の取り扱いについて定めるものです。 

2.本特約条項は、本特約会員が PayPay あと払いを利用するに

あたり必要となる事項を PayPay カード個人情報の取扱に関す

る同意条項（以下、「同意条項」といいます。）に、本特約条項

第 5 条第 1 項（１）（ウ）並びに（２）（オ）（カ）、第 5 条第 3

項を追加したものであり、同意条項に基づき当社が収集・保有

する個人情報についても、本特約会員には本特約条項が適用さ

れます。また、本特約において使用する用語は、「PayPay あと

払い会員特約（PayPay カード会員用）」及び本特約条項に定め

るものの他は、同意条項の定義に従うものとします。 

第 1 条（適用） 

1.「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け

PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）」（以下、「本特約

条項」といいます。）は「PayPay カード（PayPay 決済用）会員

特約（PayPay カード会員用）」に定める本特約会員の個人情報

の取り扱いについて定めるものです。 

2.本特約条項は、本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済

用）を利用するにあたり必要となる事項を PayPay カード個人

情報の取扱に関する同意条項（以下、「同意条項」といいます。）

に、本特約条項第 5 条第 1 項（１）（ウ）並びに（２）（オ）

（カ）、第 5 条第 3 項を追加したものであり、同意条項に基づ

き当社が収集・保有する個人情報についても、本特約会員には

本特約条項が適用されます。また、本特約において使用する用

語は、「PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カ

ード会員用）」及び本特約条項に定めるものの他は、同意条項

の定義に従うものとします。 

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1） 利用目的 

(ア)PayPay カード及び PayPay カード ゴールド（以下、「カー

ド」といいます。）に関する契約（以下、PayPay あと払いの利

用及びこれらの申込みを含み、「本契約」といいます。）及び今

後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利用

すること。 

(イ)カード又は PayPay あと払いの利用確認及び利用代金の支

払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）をすること（下記

（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関する支払等の案内

は、本特約会員に案内します。）。 

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1） 利用目的 

(ア)PayPay カード及び PayPay カード ゴールド（以下、「カー

ド」といいます。）に関する契約（以下、PayPay カード（PayPay

決済用）の利用及びこれらの申込みを含み、「本契約」といいま

す。）及び今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理の

ために利用すること。 

(イ)カード又は PayPay カード（PayPay 決済用）の利用確認及

び利用代金の支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）

をすること（下記（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関

する支払等の案内は、本特約会員に案内します。）。 

（2）個人情報 

(エ)本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上にお

ける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証等

の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay あと払い利用履

歴及び過去の債務の返済状況 

（2）個人情報 

(エ)本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上にお

ける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証等

の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay カード（PayPay

決済用）利用履歴及び過去の債務の返済状況 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

(2) 利用目的 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

(2) 利用目的 



(オ)ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲げ

る事項及びヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取り

扱いに関する重要事項」並びにプライバシーポリシーに定める

利用目的のために利用すること。 

（あ）PayPay あと払いに関連するお問い合わせに対してヤフ

ーにおいて対応することが適切と判断されるときに、ヤフーが

当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取り扱いに

関する重要事項（PayPay あと払い特約条項）」に定める利用目

的のために利用するため。 

(オ)ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲げ

る事項及びヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取り

扱いに関する重要事項」並びにプライバシーポリシーに定める

利用目的のために利用すること。 

（あ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関連するお問い合わ

せに対してヤフーにおいて対応することが適切と判断される

ときに、ヤフーが当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード 個人情報の取り扱い

に関する重要事項（PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）」

に定める利用目的のために利用するため。 

3. 本 特 約 会 員 は 、 当 社 が 予 め ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.paypay-card.co.jp/）又は PayPay あと払い会員

メニューその他当社所定の方法により改訂後の本特約条項を

掲載し公表することで、第 5 条第１項（1）（イ）に定める当社

グループ企業及び提携企業を変更することを、予め承諾するも

のとします。 

3. 本 特 約 会 員 は 、 当 社 が 予 め ホ ー ム ペ ー ジ

（ https://www.paypay-card.co.jp/ ） 又 は PayPay カ ー ド

（PayPay 決済用）会員メニューその他当社所定の方法により

改訂後の本特 

1.約条項を掲載し公表することで、第 5 条第１項（1）（イ）に

定める当社グループ企業及び提携企業を変更することを、予め

承諾するものとします。 

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

1.第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）に

よる同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している

場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社で

の利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請

求書送付や PayPay カード会員規約及び PayPay あと払い会員

特約（PayPay カード会員用）の改定のお知らせ等業務上必要な

書類に同封又はメール送信等される宣伝物・印刷物については

この限りではありません。なお、本特約会員が貸金業法で定め

る勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申出する

ものとし、その申出があった場合には、法令等で定める期間、

当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。 

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

1.第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）

による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい

る場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社

での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、

請求書送付や PayPay カード会員規約及び PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約（PayPay カード会員用）の改定の

お知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信等される

宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、本

特約会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社

所定の方法により申出するものとし、その申出があった場合に

は、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わない

ものとします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項は PayPay あと払い会員特約（PayPay カード会員

用）に定める変更手続に従い、必要な範囲内で変更できるもの

とします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項はPayPayカード（PayPay決済用）会員特約（PayPay

カード会員用）に定める変更手続に従い、必要な範囲内で変更

できるものとします。 

2022 年 11 月 15 日 2023 年 8 月 1 日 

［相談窓口］ 

1.商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay あと払い

を利用された加盟店にご連絡ください。 

［相談窓口］ 

1.商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay カード

（PayPay 決済用）を利用された加盟店にご連絡ください。 

 

PayPay カード 個人情報の取り扱いに関する重要事項 （PayPay あと払い特約条項） 

旧 新 

規約名：PayPay カード 個人情報の取り扱いに関する重要事項 規約名：PayPay カード 個人情報の取り扱いに関する重要事項 



（PayPay あと払い特約条項） （PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項） 

第 1 条（適用） 

1.「PayPay カード個人情報の取り扱いに関する重要事項

（PayPay あと払い特約条項）」（以下「本特約条項」といいま

す。）は、PayPay カードの会員らのうち、PayPay カード株式会

社（以下「PPC」といいます）が提供する PayPay あと払いを

利用する会員らの個人情報の取り扱いについて定めるもので

す。 

2.本特約条項は、PayPay あと払いの利用に関し、PayPay カー

ドに係る「PayPay カード個人情報の取り扱いに関する重要事

項」（以下「重要事項」といいます。）を補充するものであり、

本特約条項に定めのない事項は重要事項に従い取り扱います。 

第 1 条（適用） 

1.「PayPay カード個人情報の取り扱いに関する重要事項

（PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）」（以下「本特約

条項」といいます。）は、PayPay カードの会員らのうち、PayPay

カード株式会社（以下「PPC」といいます）が提供する PayPay

カード（PayPay 決済用）を利用する会員らの個人情報の取り

扱いについて定めるものです。 

2.本特約条項は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に関

し、PayPay カードに係る「PayPay カード個人情報の取り扱い

に関する重要事項」（以下「重要事項」といいます。）を補充す

るものであり、本特約条項に定めのない事項は重要事項に従い

取り扱います。 

第 2 条（個人情報の収集、保有） 

重要事項第３条（個人情報等の収集および保有）に以下の事項

を追加します。 

（8)PayPay あと払いの利用に関する下記の情報 

記 

（ア）氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電

話番号、E メールアドレス、勤務先（所在地、連絡先等を含み

ます。）、資産、収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証

の保有の有無または運転経歴証明書の提出の有無、その他会員

らが申告および変更した情報（映像、音声、生体認証等の情報

および、ヤフーが提供するサービスにおける個人情報の第三者

提供に関する会員の同意状況（以下「第三者提供に関する同意

状況」といいます。）を含みます。）。 

（イ）PayPay あと払いに関する契約の種類、申込日､契約日、

契約額、支払回数、分割払手数料、支払方法、振替口座その他

会員らと PPC との契約内容に関する情報 

（ウ）利用店名、利用金額、利用した商品・権利・サービスの

名称等、PayPay あと払いに関する利用状況、利用残高および

月々の返済状況等の情報 

（エ）PayPay あと払いに関するサービスの利用状況、行動履

歴、会員らに対する評価等並びにそれらの情報および会員らの

登録情報をもとに分析した結果 

（オ）PayPay あと払いに関するアンケート等にお答えいただ

いた事項。 

（カ）PayPay あと払いに関するお客様からのご意見、ご要望、

お問い合わせ内容。 

（キ）お客様を特定するための情報 

第 2 条（個人情報の収集、保有） 

重要事項第３条（個人情報等の収集および保有）に以下の事項

を追加します。 

（8)PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に関する下記の情

報 

記 

（ア）氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、携帯電

話番号、E メールアドレス、勤務先（所在地、連絡先等を含み

ます。）、資産、収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証

の保有の有無または運転経歴証明書の提出の有無、その他会員

らが申告および変更した情報（映像、音声、生体認証等の情報

および、ヤフーが提供するサービスにおける個人情報の第三者

提供に関する会員の同意状況（以下「第三者提供に関する同意

状況」といいます。）を含みます。）。 

（イ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関する契約の種類、

申込日､契約日、契約額、支払回数、分割払手数料、支払方法、

振替口座その他会員らと PPC との契約内容に関する情報 

（ウ）利用店名、利用金額、利用した商品・権利・サービスの

名称等、PayPay カード（PayPay 決済用）に関する利用状況、

利用残高および月々の返済状況等の情報 

（エ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関するサービスの利

用状況、行動履歴、会員らに対する評価等並びにそれらの情報

および会員らの登録情報をもとに分析した結果 

（オ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関するアンケート等

にお答えいただいた事項。 

（カ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関するお客様からの

ご意見、ご要望、お問い合わせ内容。 

（キ）お客様を特定するための情報 

第３条（個人情報の利用目的） 第３条（個人情報の利用目的） 



重要事項第 4 条（個人情報の利用目的）に以下の利用目的を追

加します。また、頭書の「第 3 条各号に定める本カードに関す

る個人情報」を「第 3 条各号に定める本カード及び PayPay あ

と払いに関する個人情報」と読み替えます。 

(9)PayPay あと払いに関連するお問い合わせに対して、ヤフー

で対応することが適切と判断される場合に、当該お問い合わせ

に回答等を行うため。 

重要事項第 4 条（個人情報の利用目的）に以下の利用目的を追

加します。また、頭書の「第 3 条各号に定める本カードに関す

る個人情報」を「第 3 条各号に定める本カード及び PayPay カ

ード（PayPay 決済用）に関する個人情報」と読み替えます。 

(9)PayPay カード（PayPay 決済用）に関連するお問い合わせ

に対して、ヤフーで対応することが適切と判断される場合に、

当該お問い合わせに回答等を行うため。 

第４条（PPC への情報提供） 

1.重要事項第 6 条（PPC への情報提供）第 1 項の、ヤフーが 

PPC へ提供する情報に、以下の情報を追加します。  

（6）PayPay あと払いに関する、お問い合わせ内容、ご意見内

容およびご要望内容等 

2.重要事項第 6 条（PPC への情報提供）第 2 項の、ヤフーが 

PPC へ提供する情報に関する PPC の利用目的に、以下の目的

を追加します。 また、第 2 項の「前項の本カードに関する個人

情報」を「前項各号に定める本カード及び PayPay あと払いに

関する個人情報」と読み替えます。 

（11）PayPay あと払いに関する契約並びに PPC との取引にお

ける与信判断および与信後の管理のために利用するため。 

（12）PayPay あと払い利用確認および PayPay あと払い利用代

金の支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）を行うた

め。 

（13）PayPay あと払いに関連するお問い合わせに対し、PPC

において対応することが適切と判断される場合に、当該お問い

合わせに回答等を行うため。 

第４条（PPC への情報提供） 

1.重要事項第 6 条（PPC への情報提供）第 1 項の、ヤフーが 

PPC へ提供する情報に、以下の情報を追加します。  

（6）PayPay カード（PayPay 決済用）に関する、お問い合わ

せ内容、ご意見内容およびご要望内容等 

2.重要事項第 6 条（PPC への情報提供）第 2 項の、ヤフーが 

PPC へ提供する情報に関する PPC の利用目的に、以下の目的

を追加します。 また、第 2 項の「前項の本カードに関する個

人情報」を「前項各号に定める本カード及び PayPay カード

（PayPay 決済用）に関する個人情報」と読み替えます。 

（11）PayPay カード（PayPay 決済用）に関する契約並びに

PPC との取引における与信判断および与信後の管理のために

利用するため。 

（12）PayPay カード（PayPay 決済用）利用確認および PayPay

カード（PayPay 決済用）利用代金の支払等の案内（支払遅延

時の請求を含みます。）を行うため。 

（13）PayPay カード（PayPay 決済用）に関連するお問い合わ

せに対し、PPC において対応することが適切と判断される場

合に、当該お問い合わせに回答等を行うため。 

2022 年 10 月 31 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約  

旧 新 

第 2 条（家族会員） 

2. 本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード（以下「家

族カード」といいます。）又は会員番号を利用して決済をした金

額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものと

します。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番

号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとしま

す。この場合、家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用

内容・利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するものと

します。 

第 2 条（家族会員） 

2. 本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード（PayPay

カード（PayPay 決済）（家族会員が QR コード等を提示等して

クレジット決済を行うことができるサービスをいいます。）を

含み、以下総称して「家族カード」といいます。） 又は会員番

号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法

により当社に支払うものとします。その他、本会員は、各サー

ビス規約（次条に定義）及び PayPay カード（PayPay 決済用）

会員特約に基づき、家族会員が家族カード又は会員番号を利用

したことにより生じる全ての責任（家族会員以外の第三者が家

族カード又は会員番号を不正利用等した場合の責任を含む。）

を負うものとし、家族カードの利用分は第 15 条第 3 項に定め



る「利用明細」を確認するものとします。 また家族会員は、当

社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知するこ

とをあらかじめ承諾するものとし、本会員は、家族会員が本会

員と家族会員同一の利用可能額及び利用残高の確認ができる

ことをあらかじめ承諾するものとします。 

第 15 条（支払方法） 

1. 当社は、本会員に対し、カード利用の有無にかかわらず、毎

月のカード利用による支払金等の明細（以下「利用明細」と

いいます。）及び残高を原則支払月の当月 12 日頃に会員サイ

ト上で表示し、本会員にその旨及び当月の請求予定金額を本

会員のメールアドレスへ通知します。本会員は、速やかに当

該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、

当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内に本会員からの

申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものと

します。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場

合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書（利用明細

や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。）

を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容

を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会員から

の申出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容について

承認されたものとして前二項の口座振替等を行います。 

第 15 条（支払方法） 

2. 当社は、本会員に対し、カード利用の有無にかかわらず、毎

月のカード利用による支払金等の明細（以下「利用明細」と

いいます。）及び残高並びに当月の請求予定金額を原則支払月

の当月 12 日頃に会員サイト上で表示し、本会員にその旨を本

会員のメールアドレスへ通知します。本会員は、速やかに当

該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、

当社が会員サイト上に表示した後 1 週間以内に本会員からの

申出がない限り、利用明細の内容について承認されたものと

します。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場

合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書（利用明細

や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。）

を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容

を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会員から

の申出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容について

承認されたものとして前二項の口座振替等を行います。 

2023 年 3 月 27 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員特約 

旧 新 

規約名：PayPay あと払い会員特約 規約名：PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約 

第１条（適用） 

1.PayPay あと払い会員特約（以下、「本特約」といいます。）は、

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員（以下、「本会

員」といいます。）のうち、PayPay 株式会社（以下、「PayPay」

といいます。）が定める「PayPay 利用規約」に同意し PayPay

アカウントを保有したうえで、PayPay カード株式会社（以下、

「当社」といいます。）が提供する PayPay あと払い（QR コー

ド等を利用して PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）情

報を用いてクレジット決済を行うことのできるサービスをい

います。）に当社所定の方法により登録した本会員（以下、「本

特約会員」といいます。）に適用されます。 

2.本特約は、PayPay あと払いの利用に際して、PayPay カード

（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約、個人情報の取扱に関す

る同意条項及びこれらに付随する各サービス規約等（以下、総

称して「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約

等」といいます。）に補充的に適用されるものであり、本特約会

第１条（適用） 

1.PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約（以下、「本特約」

といいます。）は、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）

会員（以下、「本会員」といいます。）のうち、PayPay 株式会社

（以下、「PayPay」といいます。）が定める「PayPay 利用規約」

に同意し PayPay アカウントを保有したうえで、PayPay カード

株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供する PayPay カ

ード（PayPay 決済用）（QR コード等を利用して PayPay カー

ド（旧 Yahoo! JAPAN カード）情報を用いてクレジット決済を

行うことのできるサービスをいいます。）に当社所定の方法に

より登録した本会員（以下、「本特約会員」といいます。）に適

用されます。 

2.本特約は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に際して、

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約、個人情

報の取扱に関する同意条項及びこれらに付随する各サービス

規約等（以下、総称して「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ



員には、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約

等が引き続き適用されます。なお、本特約にて用いる用語は、

本特約にて特に定義した場合を除き、PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）会員規約等の定めに従います。 

ード）会員規約等」といいます。）に補充的に適用されるもので

あり、本特約会員には、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）会員規約等が引き続き適用されます。なお、本特約にて

用いる用語は、本特約にて特に定義した場合を除き、PayPay カ

ード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約等の定めに従います。 

第２条（PayPay あと払いの概要） 

1.本特約会員が当社所定の方法で登録を行うことにより、

PayPay アプリの支払方法として PayPay あと払いが追加され

ます。 

2.本特約会員は、PayPay の加盟店で商品の購入やサービスの提

供を受けることができます。 

3.PayPay あと払いの会員メニュー（以下、「会員メニュー」と

いいます。）上には、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）

の利用情報や属性情報、カード情報（氏名、会員番号及びカー

ドの有効期限等）（2022 年 4 月以降に PayPay カードの貸与を

受けている利用者に限る。）等が表示されます。 

第２条（PayPay カード（PayPay 決済用）の概要） 

1.本特約会員が当社所定の方法で登録を行うことにより、

PayPay アプリの支払方法として PayPay カード（PayPay 決済

用）が追加されます。 

2.本特約会員は、PayPay の加盟店で商品の購入やサービスの提

供を受けることができます。 

3.PayPay カード（PayPay 決済用）の会員メニュー（以下、「会

員メニュー」といいます。）上には、PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）の利用情報や属性情報、カード情報（氏名、会

員番号及びカードの有効期限等）（2022 年 4 月以降に PayPay

カードの貸与を受けている利用者に限る。）等が表示されます。 

第３条（利用条件及び留意点等） 

本特約会員は、PayPay あと払いの利用にあたり、次の各号に

定める事項を承諾するものとします。 

(1) PayPay あと払いの利用には PayPay アカウントの発行・維

持が必要です。 

(2) 別途、当社が定める「PayPay あと払い会員メニュー利用者

規定（PayPay あと払い特約会員用）」「電磁化書面規定（割販）

（PayPay あと払い特約会員用）」「電磁化書面規定（貸金）

（PayPay あと払い特約会員用）」に基づき、当社が交付する明

細書等の書面（法令等で交付が必要な書面を含みます。）を電磁

的方法で提供を受けることに承諾し、電磁的方法にてその内容

の確認をするものとします。 

第３条（利用条件及び留意点等） 

1.PayPay カード（PayPay 決済用）の利用には PayPay アカウ

ントの発行・維持が必要です。 

2.PayPay カード（PayPay 決済用）の利用にあたり、別途、当

社が定める「PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利

用者規定（PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員用）」「電

磁化書面規定（割販）（PayPay カード（PayPay 決済用）特約会

員用）」「電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード（PayPay 決済

用）会員用）」に同意のうえ、これらに基づき、当社が交付する

明細書等の書面（法令等で交付が必要な書面を含みます。）を電

磁的方法で提供を受けることに承諾し、電磁的方法にてその内

容の確認をするものとします。 

第４条（提供サービスと利用） 

1.本特約会員は、当社からの PayPay あと払いの利用に関する

ご案内、注意事項、その他別途定める規定等がある場合はそれ

に従うものとし、違反した場合、PayPay あと払いを利用でき

ない場合があります。 

2.PayPay あと払いに付随する、ヤフー株式会社（以下「ヤフー」

といいます。）、PayPay 及び両社と提携するサービス提供会社

（以下総称して「各サービス提供者」といいます。）が提供する

サービス並びにその内容については、各サービス提供者がホー

ムページ等その他各サービス提供者所定の方法により本特約

会員に通知又は公表します。本特約会員は、各サービス提供者

が提供するサービスを利用する場合、各サービス提供者の規定

に従うものとします。 

第４条（提供サービスと利用） 

1.本特約会員は、当社からの PayPay カード（PayPay 決済用）

の利用に関するご案内、注意事項、その他別途定める規定等が

ある場合はそれに従うものとし、違反した場合、PayPay カー

ド（PayPay 決済用）を利用できない場合があります。 

2.PayPa カード（PayPay 決済用）に付随する、ヤフー株式会社

（以下「ヤフー」といいます。）、PayPay 及び両社と提携するサ

ービス提供会社（以下総称して「各サービス提供者」といいま

す。）が提供するサービス並びにその内容については、各サービ

ス提供者がホームページ等その他各サービス提供者所定の方

法により本特約会員に通知又は公表します。本特約会員は、各

サービス提供者が提供するサービスを利用する場合、各サービ

ス提供者の規定に従うものとします。 

第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 第 5 条（PayPay 残高利用規約の適用） 



本特約会員が PayPay あと払いを利用した場合、PayPay の定め

る 「 PayPay 残 高 利 用 規 約 」

（  https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/

）に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済用）を利用した場

合 、 PayPay の 定 め る 「 PayPay 残 高 利 用 規 約 」

（  https://about.paypay.ne.jp/terms/consumer/rule/balance/

）に従い、PayPay ポイントが付与されます。 

第 6 条（通信端末機器等の管理責任） 

1.PayPay あと払いを利用するために必要な通信携帯端末機器

及びソフトウェア等（以下、「通信端末機器等」といいます。）、

通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は本特約会員の

負担と責任において行うものとします。 

第 6 条（通信端末機器等の管理責任） 

1.PayPay カード（PayPay 決済用）を利用するために必要な通

信携帯端末機器及びソフトウェア等（以下、「通信端末機器等」

といいます。）、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は

本特約会員の負担と責任において行うものとします。 

4.本特約会員は、前三項への違反その他通信端末機器等、パス

ワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する

第三者による PayPay あと払いの利用又は本特約会員による使

用上の過誤その他これらに準じる全ての事由によって本特約

会員に生じた損害であっても自ら責任を負うものとし、当社は

一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰

すべき事由による場合は除きます。 

5.当社は、通信端末機器等を通じた PayPay あと払いの提供に

関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、最新性、継続性、

通信端末機器等への適合性、動作性、安全性等を保証するもの

ではありません。また当社は、当社に故意又は過失に基づく債

務不履行があるときを除き、通信端末機器等を通じた PayPay

あと払いの利用により発生した本特約会員の損害（第三者との

間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。）、通信端末機

器等を通じて PayPay あと払いを利用できなかったことにより

発生した本特約会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務そ

の他いかなる責任も一切負わないものとします。 

4.本特約会員は、前三項への違反その他通信端末機器等、パス

ワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する

第三者による PayPay カード（PayPay 決済用）の利用又は本特

約会員による使用上の過誤その他これらに準じる全ての事由

によって本特約会員に生じた損害であっても自ら責任を負う

ものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、

当社の責めに帰すべき事由による場合は除きます。 

5.当社は、通信端末機器等を通じた PayPay カード（PayPay 決

済用）の提供に関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、

最新性、継続性、通信端末機器等への適合性、動作性、安全性

等を保証するものではありません。また当社は、当社に故意又

は過失に基づく債務不履行があるときを除き、通信端末機器等

を通じた PayPay カード（PayPay 決済用）の利用により発生し

た本特約会員の損害（第三者との間で生じたトラブルに起因す

る損害を含みます。）、通信端末機器等を通じて PayPay カード

（PayPay 決済用）を利用できなかったことにより発生した本

特約会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務その他いかな

る責任も一切負わないものとします。 

第 7 条（通知等） 

1.本特約会員は、PayPay あと払いの利用に際し、当社所定の方

法により本特約会員が利用する携帯電話番号又は電子メール

アドレスを当社に登録するものとします。 

2.当社は、本特約会員に対して、PayPay アプリ上若しくは会員

メニュー内において必要事項を通知することがあります。ま

た、前項の携帯電話番号若しくは電子メールアドレス宛にショ

ート・メッセ―ジ・サービス若しくは電子メール等を使用し、

PayPay あと払いに関する必要事項を通知することがありま

す。この場合、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、

当社所定の方法によりあらかじめ本特約会員の承諾を得るも

のとします。 

第 7 条（通知等） 

1.本特約会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に際

し、当社所定の方法により本特約会員が利用する携帯電話番号

又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。 

2.当社は、本特約会員に対して、PayPay アプリ上若しくは会員

メニュー内において必要事項を通知することがあります。ま

た、前項の携帯電話番号若しくは電子メールアドレス宛にショ

ート・メッセ―ジ・サービス若しくは電子メール等を使用し、

PayPay カード（PayPay 決済用）に関する必要事項を通知する

ことがあります。この場合、当社が広告宣伝に関する案内をす

る場合には、当社所定の方法によりあらかじめ本特約会員の承

諾を得るものとします。 

4.当社は、本特約会員に対し、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay

アカウントにログイン中、ヤフーのウェブサイト又は PayPay

アプリ上若しくは会員メニューにおいて、PayPay あと払いの

4.当社は、本特約会員に対し、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay

アカウントにログイン中、ヤフーのウェブサイト又は PayPay

アプリ上若しくは会員メニューにおいて、PayPay カード



利用に関する案内、通知等の発送状況等に関する案内、請求額

の案内、その他必要事項を通知することがあります。本特約会

員は、当該通知に関して善良なる管理者の注意をもって管理・

受領するものとし、Yahoo! JAPAN ID 又は PayPay アカウント

にログインされた状態で、本特約会員以外の第三者が表示され

た通知等を閲覧することなどにより本特約会員に発生した損

害について、当社は一切責任を負わないものとします。 

（PayPay 決済用）の利用に関する案内、通知等の発送状況等

に関する案内、請求額の案内、その他必要事項を通知すること

があります。本特約会員は、当該通知に関して善良なる管理者

の注意をもって管理・受領するものとし、Yahoo! JAPAN ID 又

は PayPay アカウントにログインされた状態で、本特約会員以

外の第三者が表示された通知等を閲覧することなどにより本

特約会員に発生した損害について、当社は一切責任を負わない

ものとします。 

第 8 条（通信端末機器等・パスワード等の紛失・盗難等） 

2.通信端末機器等若しくはパスワード等又は当社に届け出た銀

行口座情報その他の PayPay アカウントに関する情報の紛失、

盗取等に起因する第三者による PayPay あと払いの不正利用に

係る一切の支払債務について、本特約を適用し、全て本特約会

員が負担するものとします。ただし、不正利用につき警察署及

び当社に届け出るとともに、当社が書類、情報その他証拠とな

るものの提出を求めた場合には遅滞なくこれに応じ、かつ、当

社が認めた場合には、発生日から 60 日以内に当社が連絡を受

理した不正利用については、その支払の全部又は一部を免除し

ます。 

第 8 条（通信端末機器等・パスワード等の紛失・盗難等） 

2.通信端末機器等若しくはパスワード等又は当社に届け出た銀

行口座情報その他の PayPay アカウントに関する情報の紛失、

盗取等に起因する第三者による PayPay カード（PayPay 決済

用）の不正利用に係る一切の支払債務について、本特約を適用

し、全て本特約会員が負担するものとします。ただし、不正利

用につき警察署及び当社に届け出るとともに、当社が書類、情

報その他証拠となるものの提出を求めた場合には遅滞なくこ

れに応じ、かつ、当社が認めた場合には、発生日から 60 日以

内に当社が連絡を受理した不正利用については、その支払の全

部又は一部を免除します。 

(8) 暗証番号その他本特約会員の本人確認のために用いられ

る番号・記号等（以下、「暗証番号」といいます。）を使用する

PayPay あと払いの利用において、使用された暗証番号と登録

の暗証番号との一致を確認したうえで PayPay あと払いの利用

が行われた場合 

(8) 暗証番号その他本特約会員の本人確認のために用いられ

る番号・記号等（以下、「暗証番号」といいます。）を使用する

PayPay カード（PayPay 決済用）の利用において、使用された

暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認したうえで PayPay

カード（PayPay 決済用）の利用が行われた場合 

第 9 条（PayPay あと払いの利用停止、本特約会員資格取消し） 

1.本特約会員が、本特約に違反し若しくは違反するおそれがあ

る場合、本特約会員の PayPay あと払いの利用状況について、

換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があ

ると当社が認めた場合、PayPay あと払いの利用の継続が不適

切であると当社が認めた場合、本特約会員本人の同一性に関し

疑義が生じた場合、PayPay あと払い又は通信端末機器等の第

三者による不正利用を未然に防止する必要があると当社が認

めた場合、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）の利用

が停止された場合、その他当社が必要と判断した場合には、当

社は本特約会員に通知することなく次の措置をとることがで

きるものとします。 

(1) PayPay あと払いの利用をお断りすること 

(2) PayPay あと払いの利用を停止（PayPay あと払いの全部又

は一部の利用停止、並びに、付帯サービス等及びその機能の全

部又は一部の利用停止を含みます。）すること 

(3) 加盟店等に対し PayPay あと払いの無効を通知すること 

 

第 9 条（PayPay カード（PayPay 決済用）の利用停止、本特約

会員資格取消し） 

1.本特約会員が、本特約に違反し若しくは違反するおそれがあ

る場合、本特約会員の PayPay カード（PayPay 決済用）の利用

状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当

又は不審があると当社が認めた場合、PayPay カード（PayPay

決済用）の利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、本

特約会員本人の同一性に関し疑義が生じた場合、PayPay カー

ド（PayPay 決済用）又は通信端末機器等の第三者による不正

利用を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、PayPay

カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）の利用が停止された場合、

その他当社が必要と判断した場合には、当社は本特約会員に通

知することなく次の措置をとることができるものとします。 

(1) PayPay カード（PayPay 決済用）の利用をお断りすること 

(2) PayPay カード（PayPay 決済用）の利用を停止（PayPay カ

ード（PayPay 決済用）の全部又は一部の利用停止、並びに、付

帯サービス等及びその機能の全部又は一部の利用停止を含み

ます。）すること 



(3) 加盟店等に対し PayPay カード（PayPay 決済用）の無効を

通知すること 

3.当社は、本特約会員が次の各号のいずれかの事由に該当した

場合は、本特約会員に通知することなく本特約会員資格又は

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員資格の一方又

は両方を喪失させることができ、加盟店等に PayPay あと払い

の無効を通知又は登録することがあります。 

(1) 本特約会員が PayPay から PayPay アカウントを削除され

た場合  

(2) 本特約会員が PayPay あと払いの登録、その他当社への申

し込み等で虚偽の申告をした場合 

(3) 本特約会員が本特約のいずれかに違反した場合 

(4) PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員資格を取り

消された場合（退会した場合を含みます。） 

(5) 換金を目的とした商品購入の疑い等、本特約会員のPayPay 

あと払いの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認

めた場合 

4.本特約会員は、PayPay あと払いの機能が停止した場合には、

当社又は各サービス提供者が提供する付帯サービス等を利用

できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとし

ます。 

3.当社は、本特約会員が次の各号のいずれかの事由に該当した

場合は、本特約会員に通知することなく本特約会員資格又は

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員資格の一方又

は両方を喪失させることができ、加盟店等に PayPay カード

（PayPay 決済用）の無効を通知又は登録することがあります。 

(1) 本特約会員が PayPay から PayPay アカウントを削除され

た場合  

(2) 本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済用）の登録、そ

の他当社への申し込み等で虚偽の申告をした場合 

(3) 本特約会員が本特約のいずれかに違反した場合 

(4) PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員資格を取り

消された場合（退会した場合を含みます。） 

(5) 換金を目的とした商品購入の疑い等、本特約会員のPayPay 

カード（PayPay 決済用）の利用状況が不適当若しくは不審が

あると当社が認めた場合 

4.本特約会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）の機能が停

止した場合には、当社又は各サービス提供者が提供する付帯サ

ービス等を利用できなくなる場合があることをあらかじめ承

諾するものとします。 

第１０条（退会） 

１．本特約会員は、PayPay あと払いだけを退会することがで

きません。PayPay あと払いを退会する場合、PayPay カード（旧

Yahoo! JAPAN カード）も退会となります。 

２．PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）を退会すると、

PayPay あと払いも退会となります。  

３．本特約会員は、当社又は各サービス提供者が提供する付帯

サービス等について、PayPay あと払いを退会した時点で利用

できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとし

ます。 

第１０条（退会） 

１．本特約会員は、PayPay カード（PayPay 決済用）だけを退

会することができません。PayPay カード（PayPay 決済用）を

退会する場合、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）も

退会となります。 

２．PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）を退会すると、

PayPay カード（PayPay 決済用）も退会となります。  

３．本特約会員は、当社又は各サービス提供者が提供する付帯

サービス等について、PayPay カード（PayPay 決済用）を退会

した時点で利用できなくなる場合があることをあらかじめ承

諾するものとします。 

第１１条（本特約の変更） 

2.当社は、本特約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更

内容に応じた期間を設けて、当社所定のウェブサイト又は会員

メニューその他当社所定の方法により本特約会員にその内容

をお知らせします。なお、当社からその内容をお知らせした後

に、本特約会員が本特約の変更日までの間に異議を述べない場

合又は本特約の変更日以降に本特約会員が PayPay あと払いを

利用した場合には、本特約会員は変更内容を承諾したものとみ

なして、変更後の本特約を適用します。 

3.本特約会員が変更後の本特約を承諾しない場合には、本特約

第１１条（本特約の変更） 

2.当社は、本特約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更

内容に応じた期間を設けて、当社所定のウェブサイト又は会員

メニューその他当社所定の方法により本特約会員にその内容

をお知らせします。なお、当社からその内容をお知らせした後

に、本特約会員が本特約の変更日までの間に異議を述べない場

合又は本特約の変更日以降に本特約会員が PayPay カード

（PayPay 決済用）を利用した場合には、本特約会員は変更内

容を承諾したものとみなして、変更後の本特約を適用します。 

3.本特約会員が変更後の本特約を承諾しない場合には、本特約



会員又は当社から PayPay あと払いを退会することができるも

のとします。 

会員又は当社から PayPay カード（PayPay 決済用）を退会する

ことができるものとします。 

2022 年 11 月 7 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い会員メニュー利用者規定(PayPay あと払い特約会員用) 

旧 新 

規約名：PayPay あと払い会員メニュー利用者規定(PayPay あ

と払い特約会員用) 

規約名：PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者

規定(PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員用) 

PayPay あと払い会員メニュー利用者規定（PayPay あと払い特

約会員用）（以下、「本規定」といいます。）は、PayPay あと払

い会員メニュー（第 5 条の内容を提供する機能をいい、以下「会

員メニュー」といいます。）を利用するための条件を定めるもの

です。本規定は、PayPay あと払い会員特約、個人情報の取扱に

関する同意条項（PayPay あと払い特約条項）、PayPay あと払

いに係る諸規定（以下、総称して「PayPay あと払い会員特約

等」といいます。）の一部を構成し、利用者（第１条に定義）は、

本規定を承諾するものとします。なお、本規定において使用す

る用語は、本規定に定めるほかは、PayPay あと払い会員特約

の定義に従うものとします。 

PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定

（PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員用）（以下、「本規

定」といいます。）は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員メ

ニュー（第 5 条の内容を提供する機能をいい、以下「会員メニ

ュー」といいます。）を利用するための条件を定めるものです。

本規定は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約、個人情

報の取扱に関する同意条項（PayPay カード（PayPay 決済用）

特約条項）、PayPay カード（PayPay 決済用）に係る諸規定（以

下、総称して「PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約等」

といいます。）の一部を構成し、利用者（第１条に定義）は、本

規定を承諾するものとします。なお、本規定において使用する

用語は、本規定に定めるほかは、PayPay カード（PayPay 決済

用）会員特約の定義に従うものとします。 

第 1 条（定義） 

1.「利用者」とは、PayPay あと払い会員特約等及び本規定を承

認のうえ PayPay あと払いに登録した者のうち、会員メニュー

を利用するものをいいます。 

第 1 条（定義） 

1.「利用者」とは、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約

等及び本規定を承認のうえ PayPay カード（PayPay 決済用）に

登録した者のうち、会員メニューを利用するものをいいます。 

第 5 条（会員メニューの内容等） 

1.当社の提供する会員メニューの内容は、以下のとおりとしま

す。 

(1)PayPay あと払い及び PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）の利用情報の照会及び支払方法の変更 

第 5 条（会員メニューの内容等） 

1.当社の提供する会員メニューの内容は、以下のとおりとしま

す。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）及び PayPay カード（旧

Yahoo! JAPAN カード）の利用情報の照会及び支払方法の変更 

第 7 条（提供サービス） 

1.利用者は、会員メニューのほか、当社と共に PayPay あと払

いの提供に関係する第三者（以下、「サービス提供者」といいま

す。）が提供するサービス（以下、「提供サービス」といいます。）

を利用することができるものとします。 

第 7 条（提供サービス） 

1.利用者は、会員メニューのほか、当社と共に PayPay カード

（PayPay 決済用）の提供に関係する第三者（以下、「サービス

提供者」といいます。）が提供するサービス（以下、「提供サー

ビス」といいます。）を利用することができるものとします。 

第 11 条（利用登録抹消） 

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、当該利用者の

会員メニューの利用を制限することができるものとします。 

(1)PayPay あと払い特約会員資格を喪失した場合 

(2)当社の定める PayPay あと払い会員特約等のいずれかに違

反した場合 

(3)本規定のいずれかに違反した場合 

第 11 条（利用登録抹消） 

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、当該利用者の

会員メニューの利用を制限することができるものとします。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員資格を喪失した場

合 

(2)当社の定める PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約等

のいずれかに違反した場合 



(4)PayPay あと払い利用・登録を行う際に、虚偽の情報を送信・

登録した場合 

(5)法令に違反する行為、又は違反するおそれのある場合 

(6)会員メニューの利用に際し必要とされる債務支払又は義務

の履行を行わなかった場合 

(7)PayPayあと払いの不正利用が行われ又は行われるおそれが

あると当社が認めた場合 

(8)その他当社が利用者として不適当と判断した場合 

(9)利用者から PayPay あと払いについて退会の申し出を受け

た場合 

(3)本規定のいずれかに違反した場合 

(4)PayPay カード（PayPay 決済用）利用・登録を行う際に、虚

偽の情報を送信・登録した場合 

(5)法令に違反する行為、又は違反するおそれのある場合 

(6)会員メニューの利用に際し必要とされる債務支払又は義務

の履行を行わなかった場合 

(7)PayPay カード（PayPay 決済用）の不正利用が行われ又は行

われるおそれがあると当社が認めた場合 

(8)その他当社が利用者として不適当と判断した場合 

(9)利用者から PayPay カード（PayPay 決済用）について退会

の申し出を受けた場合 

第 12 条（利用者に対する通知） 

1.利用者は、PayPay あと払いの利用及び本規定に基づく利用者

に対する通知を、PayPay アプリ上若しくは会員メニューを通

じて受領することのできるよう通信端末機器等を利用及び管

理するものとします。通信端末機器等が PayPay アプリ上若し

くは会員メニューを通じて当社からの通知を受領することの

できない状態に置かれている場合、利用者において当該通知を

通常受領されるべき時に受領したとみなされるものとします。 

2.PayPay あと払いの利用及び本規定に基づく利用者に対する

通知を、当該利用者が届け出た携帯電話番号等宛に、ショート・

メッセージ・サービス（以下、「SMS」といいます。）若しくは

電子メール（以下 SMS と併せて「SMS 等」）により発信したと

きは、当該通知内容が発信されたときをもって、利用者に到達

したものとみなします。 

第 12 条（利用者に対する通知） 

1.利用者は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用及び本規

定に基づく利用者に対する通知を、PayPay アプリ上若しくは

会員メニューを通じて受領することのできるよう通信端末機

器等を利用及び管理するものとします。通信端末機器等が

PayPay アプリ上若しくは会員メニューを通じて当社からの通

知を受領することのできない状態に置かれている場合、利用者

において当該通知を通常受領されるべき時に受領したとみな

されるものとします。 

2.PayPay カード（PayPay 決済用）の利用及び本規定に基づく

利用者に対する通知を、当該利用者が届け出た携帯電話番号等

宛に、ショート・メッセージ・サービス（以下、「SMS」といい

ます。）若しくは電子メール（以下 SMS と併せて「SMS 等」）

により発信したときは、当該通知内容が発信されたときをもっ

て、利用者に到達したものとみなします。 

第 16 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay あと払い会員特約に定める変更手続に従い、

本規定を随時変更することができるものとします。 

第 17 条（本規定の優越） 

会員メニューの利用に際し、当社が別に定める PayPay あと払

い会員特約その他の規約と本規定とが矛盾抵触する場合は、本

規定が優先されるものとします。 

第 16 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約に定める変

更手続に従い、本規定を随時変更することができるものとしま

す。 

第 17 条（本規定の優越） 

会員メニューの利用に際し、当社が別に定める PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約その他の規約と本規定とが矛盾抵

触する場合は、本規定が優先されるものとします。 

2022 年 4 月 1 日 2023 年 8 月 1 日 

 

電磁化書面規定（割販）（PayPay あと払い特約会員用） 

旧 新 

規約名：電磁化書面規定（割販）（PayPay あと払い特約会員用） 規約名：電磁化書面規定（割販）（PayPay カード（PayPay 決済

用）特約会員用） 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（割販）（PayPay あと払い特約会員用）（以下、

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（割販）（PayPay カード（PayPay 決済用）特約



「本規定」といいます。）は、PayPay あと払い特約会員（以下、

「特約会員」といいます。）に対し、PayPay アプリ上で毎月の

ご利用代金請求明細書、ご契約内容のご案内（お申し込み内容

のご案内）及び PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会

員規約並びに PayPay あと払い会員特約（以下、これらを総称

して「通知書類」といいます。）を、電磁的方法により交付する

機能（以下、「本機能」といいます。）について定めるものです。 

会員用）（以下、「本規定」といいます。）は、PayPay カード

（PayPay 決済用）特約会員（以下、「特約会員」といいます。）

に対し、PayPay アプリ上で毎月のご利用代金請求明細書、ご

契約内容のご案内（お申し込み内容のご案内）及び PayPay カ

ード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約並びに PayPay カー

ド（PayPay 決済用）会員特約（以下、これらを総称して「通知

書類」といいます。）を、電磁的方法により交付する機能（以下、

「本機能」といいます。）について定めるものです。 

第２条（本機能の利用） 

1.特約会員は、本規定に同意したうえで本機能を利用するもの

とします。 

2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay あと払い会員メニュー（以下、「会員メニ

ュー」といいます。）を利用できる環境を整えることを承諾する

ものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay あと払い会員メニュー利用者規定（PayPay あと払

い特約会員用）第 11 条に該当し、会員メニューの利用が制限

された場合 

第２条（本機能の利用） 

1.特約会員は、本規定に同意したうえで本機能を利用するもの

とします。 

2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー

（以下、「会員メニュー」といいます。）を利用できる環境を整

えることを承諾するものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定

（PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員用）第 11 条に該

当し、会員メニューの利用が制限された場合 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay あと払い会員特約に定める変更手続に従い、

本規定を随時変更することができるものとします。 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約に定める変

更手続に従い、本規定を随時変更することができるものとしま

す。 

2022 年 4 月 1 日 2023 年 8 月 1 日 

 

電磁化書面規定（貸金）（PayPay あと払い特約会員用） 

旧 新 

規約名：電磁化書面規定（貸金）（PayPay あと払い特約会員用） 規約名：電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード（PayPay 決済

用）特約会員用） 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（貸金）（PayPay あと払い特約会員用）（以下、

「本規定」といいます。）は、PayPay あと払い特約会員（以下、

「特約会員」といいます。）に対し、PayPay アプリ上で契約内

容等を通知する書面を電磁的方法により交付する機能（以下、

「本機能」といいます。）について定めるものです。 

第１条（本機能の内容） 

電磁化書面規定（貸金）（PayPay カード（PayPay 決済用）特約

会員用）（以下、「本規定」といいます。）は、PayPay カード

（PayPay 決済用）特約会員（以下、「特約会員」といいます。）

に対し、PayPay アプリ上で契約内容等を通知する書面を電磁

的方法により交付する機能（以下、「本機能」といいます。）に

ついて定めるものです。 

第２条（書面の種類） 

１．当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供し

ます。 

(1)PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約 

(2)PayPay あと払い会員特約 

第２条（書面の種類） 

１．当社は、次の各号に定める書面を電磁的方法により提供し

ます。 

(1)PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員規約 

(2)PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約 



第３条（本機能の利用） 

2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay あと払い会員メニュー（以下、「会員メニ

ュー」といいます。）を利用できる環境を整えることを承諾する

ものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay あと払い会員メニュー利用者規定（PayPay あと払

い特約会員用）第 11 条に該当し、会員メニューの利用が制限

された場合 

第３条（本機能の利用） 

2.特約会員は、通信端末機器等によって PayPay アカウントに

ログインして PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー

（以下、「会員メニュー」といいます。）を利用できる環境を整

えることを承諾するものとします。 

3.次の各号のいずれかに該当する場合には、本機能を利用する

ことができないことがあります。 

(1)PayPay カード（PayPay 決済用）会員メニュー利用者規定

（PayPay カード（PayPay 決済用）特約会員用）第 11 条に該

当し、会員メニューの利用が制限された場合 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay あと払い会員特約に定める変更手続に従い、

本規定を随時変更することができるものとします。 

第 9 条（本規定の変更） 

当社は、PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約に定める変

更手続に従い、本規定を随時変更することができるものとしま

す。 

2022 年 4 月 1 日 2023 年 8 月 1 日 

 

個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay あと払い特約条項）（2023 年 7 月 3 日以前に同意された方向け） 

旧 新 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay あと払い

特約条項）（2023 年 7 月 3 日以前に同意された方向け） 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード

（PayPay 決済用）特約条項）（2023 年 7 月 3 日以前に同意さ

れた方向け） 

第１条（適用） 

1.「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay あと払い特約条

項）（2023 年 7 月 3 日以前に同意された方向け）」（以下、「本

特約条項」といいます。）は「PayPay あと払い会員特約」に定

める本特約会員の個人情報の取り扱いについて定めるもので

す。 

2.本特約条項は、本特約会員が PayPay あと払いを利用するに

あたり必要となる事項を PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）に係る「個人情報の取扱に関する同意条項」（以下、「同

意条項」といいます。）に、本特約条項第 2 条第 1 項（１）（カ）

及び第 5 条第 1 項柱書及び同項（１）（ウ）並びに（２）（オ）

（カ）、第 5 条第 3 項、第 6 条を追加したものであり、同意条

項に基づき当社が収集・保有する個人情報についても、本特約

会員には本特約条項が適用されます。また、本特約において使

用する用語は、「PayPay あと払い会員特約」及び本特約条項に

定めるものの他は、同意条項の定義に従うものとします。 

第１条（適用） 

1.「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード（PayPay

決済用）特約条項）（2023 年 7 月 3 日以前に同意された方向

け）」（以下、「本特約条項」といいます。）は「PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約」に定める本特約会員の個人情報

の取り扱いについて定めるものです。 

2.本特約条項は、本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済用）

を利用するにあたり必要となる事項を PayPay カード（旧

Yahoo! JAPAN カード）に係る「個人情報の取扱に関する同意

条項」（以下、「同意条項」といいます。）に、本特約条項第 2 条

第 1 項（１）（カ）及び第 5 条第 1 項柱書及び同項（１）（ウ）

並びに（２）（オ）（カ）、第 5 条第 3 項、第 6 条を追加したも

のであり、同意条項に基づき当社が収集・保有する個人情報に

ついても、本特約会員には本特約条項が適用されます。また、

本特約において使用する用語は、「PayPay カード（PayPay 決

済用）会員特約」及び本特約条項に定めるものの他は、同意条

項の定義に従うものとします。 

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的  

（ア）PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）（以下、「カ

ード」といいます。）に関する契約（以下、PayPay あと払いの

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的  

（ア）PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）（以下、「カ

ード」といいます。）に関する契約（以下、PayPay カード（PayPay



利用及びこれらの申込みを含み、「本契約」といいます。）及び

今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利

用すること。 

（イ）カード又は PayPay あと払いの利用確認及び利用代金の

支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）をすること（下

記（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関する支払等の案

内は、本特約会員に案内します。）。 

決済用）の利用及びこれらの申込みを含み、「本契約」といいま

す。）及び今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理の

ために利用すること。 

（イ）カード又は PayPay カード（PayPay 決済用）の利用確認

及び利用代金の支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）

をすること（下記（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関

する支払等の案内は、本特約会員に案内します。）。 

（カ）本特約会員に対して、当社におけるお問い合わせ対応、

PayPay あと払いの提供及び簡便な利用等最適な案内等をする

こと。 

（カ）本特約会員に対して、当社におけるお問い合わせ対応、

PayPay カード（PayPay 決済用）の提供及び簡便な利用等最適

な案内等をすること。 

（2）個人情報 

（エ）本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上に

おける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証

等の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay あと払い利用

履歴及び過去の債務の返済状況 

（2）個人情報 

（エ）本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上に

おける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証

等の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay カード（PayPay

決済用）利用履歴及び過去の債務の返済状況 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

（2）利用目的 

（オ）ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲

げる事項及びヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード） 個人情報の取り扱いに関する重要事項」並

びにプライバシーポリシーに定める利用目的のため（第三者提

供に関する同意状況の管理を含みます。）に利用すること。 

（あ）PayPay あと払いに関連するお問い合わせに対してヤフ

ーにおいて対応することが適切と判断されるときに、ヤフーが

当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）個人情報の取り扱いに関する重要事項（PayPay あと払

い特約条項）」に定める利用目的のために利用するため。 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

（2）利用目的 

（オ）ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲

げる事項及びヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード） 個人情報の取り扱いに関する重要事項」並

びにプライバシーポリシーに定める利用目的のため（第三者提

供に関する同意状況の管理を含みます。）に利用すること。 

（あ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関連するお問い合わ

せに対してヤフーにおいて対応することが適切と判断される

ときに、ヤフーが当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）個人情報の取り扱いに関する重要事項（PayPay カード

（PayPay 決済用）特約条項）」に定める利用目的のために利用

するため。 

３ ． 本 特 約 会 員 は 、 当 社 が 予 め ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.paypay-card.co.jp/）又は PayPay あと払い会員

メニューその他当社所定の方法により改訂後の本特約条項を

掲載し公表することで、第 1 項（1）（イ）に定める当社グルー

プ企業及び提携企業を変更することを、予め承諾するものとし

ます。 

３ ． 本 特 約 会 員 は 、 当 社 が 予 め ホ ー ム ペ ー ジ

（ https://www.paypay-card.co.jp/ ） 又 は PayPay カ ー ド

（PayPay 決済用）会員メニューその他当社所定の方法により

改訂後の本特約条項を掲載し公表することで、第 1 項（1）（イ）

に定める当社グループ企業及び提携企業を変更することを、予

め承諾するものとします。 

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

１．第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）

による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい

る場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社

での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、

請求書送付や PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員

規約及び PayPay あと払い会員特約の改定のお知らせ等業務上

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

１．第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）

による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい

る場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社

での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、

請求書送付や PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員

規約及び PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約の改定のお



必要な書類に同封又はメール送信等される宣伝物・印刷物につ

いてはこの限りではありません。なお、本特約会員が貸金業法

で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申

出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める

期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。 

知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信等される宣

伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、本特

約会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所

定の方法により申出するものとし、その申出があった場合に

は、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わない

ものとします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項は PayPay あと払い会員特約に定める変更手続に従

い、必要な範囲内で変更できるものとします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項は PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約に定め

る変更手続に従い、必要な範囲内で変更できるものとします。 

2022 年 10 月 31 日 2023 年 8 月 1 日 

［相談窓口］ 

商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay あと払いを

利用された加盟店にご連絡ください。 

［相談窓口］ 

商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay カード

（PayPay 決済用）を利用された加盟店にご連絡ください。 

 

個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay あと払い特約条項）（2023 年 7 月 4 日以降に同意される方向け） 

旧 新 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay あと払い

特約条項）（2023 年 7 月 4 日以降に同意される方向け） 

規約名：個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード

（PayPay 決済用）特約条項）（2023 年 7 月 4 日以降に同意さ

れる方向け） 

第 1 条（適用） 

1. 「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay あと払い特約

条項）（2023 年 7 月 4 日以降に同意される方向け）」（以下、「本

特約条項」といいます。）は「PayPay あと払い会員特約」に定

める本特約会員の個人情報の取り扱いについて定めるもので

す。 

2. 本特約条項は、本特約会員が PayPay あと払いを利用するに

あたり必要となる事項を PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）に係る「個人情報の取扱に関する同意条項」（以下、「同

意条項」といいます。）に、本特約条項第 2 条第 1 項（１）（カ）

及び第 5 条第 1 項柱書及び同項（１）（ウ）（エ）並びに（２）

（オ）（カ）（キ）、同項（４）、第 5 条第 3 項、第 6 条を追加し

たものであり、同意条項に基づき当社が収集・保有する個人情

報についても、本特約会員には本特約条項が適用されます。ま

た、本特約において使用する用語は、「PayPay あと払い会員特

約」及び本特約条項に定めるものの他は、同意条項の定義に従

うものとします。 

第 1 条（適用） 

1. 「個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード（PayPay

決済用）特約条項）（2023 年 7 月 4 日以降に同意される方向

け）」（以下、「本特約条項」といいます。）は「PayPay カード

（PayPay 決済用）会員特約」に定める本特約会員の個人情報

の取り扱いについて定めるものです。 

2. 本特約条項は、本特約会員が PayPay カード（PayPay 決済

用）を利用するにあたり必要となる事項を PayPay カード（旧

Yahoo! JAPAN カード）に係る「個人情報の取扱に関する同意

条項」（以下、「同意条項」といいます。）に、本特約条項第 2 条

第 1 項（１）（カ）及び第 5 条第 1 項柱書及び同項（１）（ウ）

（エ）並びに（２）（オ）（カ）（キ）、同項（４）、第 5 条第 3 項、

第 6 条を追加したものであり、同意条項に基づき当社が収集・

保有する個人情報についても、本特約会員には本特約条項が適

用されます。また、本特約において使用する用語は、「PayPay

カード（PayPay 決済用）会員特約」及び本特約条項に定めるも

のの他は、同意条項の定義に従うものとします。 

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的 

（ア）PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）（以下、「カ

ード」といいます。）に関する契約（以下 PayPay あと払いの利

用及びこれらの申込みを含み、「本契約」といいます。）及び今

後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利用

第 2 条（個人情報の収集・保有・利用） 

（1）利用目的 

（ア）PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）（以下、「カ

ード」といいます。）に関する契約（以下、PayPay カード（PayPay

決済用）の利用及びこれらの申込みを含み、「本契約」といいま

す。）及び今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理の



すること。 

（イ）カード又は PayPay あと払いの利用確認及び利用代金の

支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）をすること（下

記（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関する支払等の案

内は、本特約会員に案内します。）。 

ために利用すること。 

（イ）カード又は PayPay カード（PayPay 決済用）の利用確認

及び利用代金の支払等の案内（支払遅延時の請求を含みます。）

をすること（下記（2）（イ）の契約情報を含む家族カードに関

する支払等の案内は、本特約会員に案内します。）。 

（カ）本特約会員に対して、当社におけるお問い合わせ対応、

PayPay あと払いの提供及び簡便な利用等最適な案内等をする

こと。 

（カ）本特約会員に対して、当社におけるお問い合わせ対応、

PayPay カード（PayPay 決済用）の提供及び簡便な利用等最適

な案内等をすること。 

（2）個人情報 

（エ）本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上に

おける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証

等の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay あと払い利用

履歴及び過去の債務の返済状況 

（2）個人情報 

（エ）本特約会員の支払能力を調査するため､又は支払途上に

おける支払能力を調査するために、当社が収集した運転免許証

等の記号番号、年収証明書、カード又は PayPay カード（PayPay

決済用）利用履歴及び過去の債務の返済状況 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

（オ）ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲

げる事項及びヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード） 個人情報の取り扱いに関する重要事項」並

びにプライバシーポリシーに定める利用目的のため（第三者提

供に関する同意状況の管理を含みます。）に利用すること。 

（あ）PayPay あと払いに関連するお問い合わせに対してヤフ

ーにおいて対応することが適切と判断されるときに、ヤフーが

当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）個人情報の取り扱いに関する重要事項（PayPay あと払

い特約条項）」に定める利用目的のために利用するため。 

第 5 条（個人情報の提供・利用） 

（オ）ヤフーについては、前（ア）乃至（エ）の他、以下に掲

げる事項及びヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード） 個人情報の取り扱いに関する重要事項」並

びにプライバシーポリシーに定める利用目的のため（第三者提

供に関する同意状況の管理を含みます。）に利用すること。 

（あ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関連するお問い合わ

せに対してヤフーにおいて対応することが適切と判断される

ときに、ヤフーが当該お問い合わせに対応するため。 

（い）ヤフーが定める「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カ

ード）個人情報の取り扱いに関する重要事項（PayPay カード

（PayPay 決済用）特約条項）」に定める利用目的のために利用

するため。 

3 ． 本 特 約 会 員 は 、 当 社 が 予 め ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.paypay-card.co.jp/）又は PayPay あと払い会員

メニューその他当社所定の方法により改訂後の本特約条項を

掲載し公表することで、第 5 条第 1 項（1）（イ）に定める当社

グループ企業及び提携企業を変更することを、予め承諾するも

のとします。 

3 ． 本 特 約 会 員 は 、 当 社 が 予 め ホ ー ム ペ ー ジ

（ https://www.paypay-card.co.jp/ ） 又 は PayPay カ ー ド

（PayPay 決済用）会員メニューその他当社所定の方法により

改訂後の本特約条項を掲載し公表することで、第 5 条第 1 項

（1）（イ）に定める当社グループ企業及び提携企業を変更する

ことを、予め承諾するものとします。 

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

1．第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）

による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい

る場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社

での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、

請求書送付や PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員

規約及び PayPay あと払い会員特約の改定のお知らせ等業務上

必要な書類に同封又はメール送信等される宣伝物・印刷物につ

いてはこの限りではありません。なお、本特約会員が貸金業法

で定める勧誘を希望しない場合には、当社所定の方法により申

第 9 条（利用・提供中止の申出） 

1．第 3 条及び第 5 条（第 5 条第 1 項（2）（ア）（イ）は除く）

による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供してい

る場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社

での利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、

請求書送付や PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）会員

規約及び PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約の改定のお

知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信等される宣

伝物・印刷物についてはこの限りではありません。なお、本特

約会員が貸金業法で定める勧誘を希望しない場合には、当社所



出するものとし、その申出があった場合には、法令等で定める

期間、当社から金融商品の勧誘は行わないものとします。 

定の方法により申出するものとし、その申出があった場合に

は、法令等で定める期間、当社から金融商品の勧誘は行わない

ものとします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項は PayPay あと払い会員特約に定める変更手続に従

い、必要な範囲内で変更できるものとします。 

第 11 条（条項の変更） 

本特約条項は PayPay カード（PayPay 決済用）会員特約に定め

る変更手続に従い、必要な範囲内で変更できるものとします。 

2023 年 6 月 16 日 2023 年 8 月 1 日 

相談窓口］ 

商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay あと払いを

利用された加盟店にご連絡ください。 

相談窓口］ 

商品等の問い合わせ、相談は、カード又は PayPay カード

（PayPay 決済用）を利用された加盟店にご連絡ください。 

 

PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード） 個人情報の取り扱いに関する重要事項（PayPay あと払い特約条項） 

旧 新 

規約名：PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード） 個人情報

の取り扱いに関する重要事項（PayPay あと払い特約条項） 

規約名：PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード） 個人情報

の取り扱いに関する重要事項（PayPay カード（PayPay 決済用）

特約条項） 

第 1 条（適用） 

1.「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）個人情報の取り

扱いに関する重要事項（PayPay あと払い特約条項）」（以下「本

特約条項」といいます。）は、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN

カード）の会員らのうち、PayPay カード株式会社（以下「PPC」

といいます）が提供する PayPay あと払いを利用する会員らの

個人情報の取り扱いについて定めるものです。 

2.本特約条項は、PayPay あと払いの利用に関し、PayPay カー

ド（旧 Yahoo! JAPAN カード）に係る「個人情報の取扱に関す

る重要条項」（以下「重要条項」といいます。）を補充するもの

であり、本特約条項に定めのない事項は重要事項に従い取り扱

います。 

第 1 条（適用） 

1.「PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）個人情報の取り

扱いに関する重要事項（PayPay カード（PayPay 決済用）特約

条項）」（以下「本特約条項」といいます。）は、PayPay カード

（旧 Yahoo! JAPAN カード）の会員らのうち、PayPay カード

株式会社（以下「PPC」といいます）が提供する PayPay カー

ド（PayPay 決済用）を利用する会員らの個人情報の取り扱い

について定めるものです。 

2.本特約条項は、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に関

し、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）に係る「個人

情報の取扱に関する重要条項」（以下「重要条項」といいます。）

を補充するものであり、本特約条項に定めのない事項は重要事

項に従い取り扱います。 

第 2 条（個人情報の収集、保有） 

(5)PayPay あと払いの利用に関する下記の情報 

記 

（ア）会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、

携帯電話番号、メールアドレス､勤務先（お勤め先内容）、資産、

収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証（平成 24 年 4 月

1 日以降に発行された運転経歴証明書を含み、以下「運転免許

証等」といいます。）の保有の有無、その他会員が申告した情報

及びその変更情報（映像・音声等の情報および、ヤフーが提供

するサービスにおける個人情報の第三者提供に関する会員の

同意状況（以下「第三者提供に関する同意状況」といいます。）

を含みます。）。（イ）PayPay あと払いに関する契約の種類、申

込日､契約日、契約額、支払回数、分割払手数料、支払方法、振

第 2 条（個人情報の収集、保有） 

(5)PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に関する下記の情報 

記 

（ア）会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、

携帯電話番号、メールアドレス､勤務先（お勤め先内容）、資産、

収入、負債、家族構成、住居状況、運転免許証（平成 24 年 4 月

1 日以降に発行された運転経歴証明書を含み、以下「運転免許

証等」といいます。）の保有の有無、その他会員が申告した情報

及びその変更情報（映像・音声等の情報および、ヤフーが提供

するサービスにおける個人情報の第三者提供に関する会員の

同意状況（以下「第三者提供に関する同意状況」といいます。）

を含みます。）。（イ）PayPay カード（PayPay 決済用）に関する

契約の種類、申込日､契約日、契約額、支払回数、分割払手数料、



替口座その他契約の内容に関する情報（ウ）利用店名、利用金

額、利用した商品・権利・サービスの名称等、PayPay あと払い

に関する利用状況、利用残高及び月々の返済状況等取引に関す

る情報 

支払方法、振替口座その他契約の内容に関する情報（ウ）利用

店名、利用金額、利用した商品・権利・サービスの名称等、PayPay

カード（PayPay 決済用）に関する利用状況、利用残高及び月々

の返済状況等取引に関する情報 

第３条（個人情報の利用目的） 

(5)ヤフーカードまたは PayPay あと払いに関連するお問い合

わせに対して、ヤフーで対応することが適切と判断される場合

に、当該お問い合わせに回答等を行うため。 

(6) PayPay あと払いに係るサービス特典等を会員に提供する

ため（PPC が提供するものに限られません。） 

第３条（個人情報の利用目的） 

(5) PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）または PayPay

カード（PayPay 決済用）に関連するお問い合わせに対して、ヤ

フーで対応することが適切と判断される場合に、当該お問い合

わせに回答等を行うため。 

(6) PayPay カード（PayPay 決済用）に係るサービス特典等を

会員に提供するため（PPC が提供するものに限られません。） 

第４条（PPC への情報提供） 

(4) ヤフーが提供する各サービスのご利用情報および会員ら

の登録情報を元に分析した結果 (5) ヤフーカードまたは

PayPay あと払いに関する、お問い合わせ内容、ご意見内容お

よびご要望内容等 

第４条（PPC への情報提供） 

(4) ヤフーが提供する各サービスのご利用情報および会員ら

の登録情報を元に分析した結果 

(5) PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）または PayPay

カード（PayPay 決済用）に関する、お問い合わせ内容、ご意見

内容およびご要望内容等 

2022 年 10 月 31 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay カード ゴールド会員特約 

旧 新 

第 1 条（適用） 

2.前項に定める当社所定の規約は、本特約のほか、下表のとお

りとします。 

本ゴールドカード申込時点で PayPay カード会員、PayPay あと

払い会員でない方 

第 1 条（適用） 

2.前項に定める当社所定の規約は、本特約のほか、下表のとお

りとします。 

本ゴールドカード申込時点で PayPay カード会員、PayPay カー

ド（PayPay 決済用）会員でない方 

① Yahoo! JAPAN ID を用いた新規本ゴールドカード会員 

・PayPay あと払い登録者は下記の規約も含む 

※PayPay あと払い特約（PayPay カード会員用） 

※PayPay あと払い特約に付随する各サービス規約 

※個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け

PayPay あと払い特約条項）（2022 年 11 月 15 日以降に同意さ

れる方向け） 

※PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項

（ゴールドカード会員向け PayPay あと払い特約条項）（ヤフー

株式会社） 

※PayPay 株式会社から PayPay カード株式会社に対する個人

情報の第三者提供に関する同意条項 

① Yahoo! JAPAN ID を用いた新規本ゴールドカード会員 

・PayPay カード（PayPay 決済用）登録者は下記の規約も含む 

※PayPay カード（PayPay 決済用）特約（PayPay カード会員

用） 

※PayPay カード（PayPay 決済用）特約に付随する各サービス

規約 

※個人情報の取扱に関する同意条項（PayPay カード会員向け

PayPay カード（PayPay 決済用）特約条項）（2022 年 11 月 15

日以降に同意される方向け） 

※PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱いに関

する重要事項（ゴールドカード会員向けPayPayカード（PayPay

決済用）特約条項）（ヤフー株式会社） 

※PayPay 株式会社から PayPay カード株式会社に対する個人

情報の第三者提供に関する同意条項 

② PayPay アカウントを用いた新規本ゴールドカード会員 

・PayPay あと払い会員規約 

② PayPay アカウントを用いた新規本ゴールドカード会員 

・PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約 



・PayPay あと払い会員規約に付随する各サービス規約 

・個人情報の取扱に関する同意条項（2022 年 11 月 15 日以降

に同意される方向け） 

・PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項（ゴ

ールドカード会員用）（ヤフー株式会社） 

・PayPay 株式会社から PayPay カード株式会社に対する個人

情報の第三者提供に関する同意条項 

※ETC カード特約 

・PayPay カード（PayPay 決済用）会員規約に付随する各サー

ビス規約 

・個人情報の取扱に関する同意条項（2022 年 11 月 15 日以降

に同意される方向け） 

・PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱いに関

する重要事項（ゴールドカード会員用）（ヤフー株式会社） 

・PayPay 株式会社から PayPay カード株式会社に対する個人

情報の第三者提供に関する同意条項 

※ETC カード特約 

本ゴールドカード申込時点で PayPay カード会員、PayPay あと

払い会員の方 

本ゴールドカード申込時点で PayPay カード会員、PayPay カー

ド（PayPay 決済用）会員の方 

⑤PayPay あと払い会員の方 ⑤PayPay カード（PayPay 決済用）会員の方 

第 3 条（利用条件及び留意点等） 

本ゴールドカード、PayPay あと払いの利用には、Yahoo! 

JAPAN ID 若しくは PayPay アカウント、又は、その両方の発

行・維持が必要です。 

第 3 条（利用条件及び留意点等） 

本ゴールドカード、PayPay カード（PayPay 決済用）の利用に

は、Yahoo! JAPAN ID 若しくは PayPay アカウント、又は、そ

の両方の発行・維持が必要です。 

第 4 条（家族カード） 

本ゴールドカードの家族カードは提供しません。本ゴールドカ

ード入会により、本ゴールドカードの発行を受けた時点で提供

を受けていた PayPay あと払い、PayPay カード及び PayPay カ

ード（旧 Yahoo! JAPAN カード）に付帯して発行された家族カ

ードは利用できなくなります。 

第 4 条（家族カード） 

本ゴールドカードの家族カードは提供しません。本ゴールドカ

ード入会により、本ゴールドカードの発行を受けた時点で提供

を受けていた PayPay カード（PayPay 決済用）、PayPay カード

及び PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）に付帯して発

行された家族カードは利用できなくなります。 

第 8 条（会員資格） 

1.本ゴールドカードへの入会により、PayPay あと払い、PayPay

カード及び PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）（付帯す

る ETC カード、家族カードを含みます。）は、本ゴールドカー

ド会員となった日が属する月の 2 ヶ月後の末日に、退会になり

ます。ただし、当該期間内において本ゴールドカードが退会と

なった場合は、その時点で退会となります。 

2.前項にかかわらず、PayPay あと払い、PayPay カード、PayPay

カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）及び本ゴールドカードにつ

いて未払債務がある場合、当社所定の退会手続きを行った後

も、PayPay あと払い、PayPay カード、PayPay カード（旧 Yahoo! 

JAPAN カード）及び本ゴールドカードに関して生じた一切の

利用代金等（当社に新たに到着した売上情報を含みます。）につ

いて、各適用規約に基づきその支払の責任を負い、未払債務を

完済した時点で退会となります。 

第 8 条（会員資格） 

1.本ゴールドカードへの入会により、PayPay カード（PayPay

決済用）、PayPay カード及び PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN

カード）（付帯する ETC カード、家族カードを含みます。）は、

本ゴールドカード会員となった日が属する月の2ヶ月後の末日

に、退会になります。ただし、当該期間内において本ゴールド

カードが退会となった場合は、その時点で退会となります。 

2.前項にかかわらず、PayPay カード（PayPay 決済用）、PayPay

カード、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）及び本ゴ

ールドカードについて未払債務がある場合、当社所定の退会手

続きを行った後も、PayPay カード（PayPay 決済用）、PayPay

カード、PayPay カード（旧 Yahoo! JAPAN カード）及び本ゴ

ールドカードに関して生じた一切の利用代金等（当社に新たに

到着した売上情報を含みます。）について、各適用規約に基づき

その支払の責任を負い、未払債務を完済した時点で退会となり

ます。 

2022 年 11 月 15 日 2023 年 8 月 1 日 

 

PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項（ゴールドカード会員用） 

旧 新 



規約名：PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要

事項（ゴールドカード会員用） 

規約名：PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱

いに関する重要事項（ゴールドカード会員用） 

第 1 条（適用） 

1. 「PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項

（ゴールドカード会員用）（以下「本重要事項」といいます。）」

は、PayPay カード株式会社（以下「PPC」といいます。）が運

営する本サービス（第 2 条第 1 項に定義。）の会員ら（第 2 条

第 4 項に定義。）に関する個人情報（個人に関する情報で、単

独または複数の組み合わせまたは他の情報との照合により特

定の個人を識別できる情報を含むものをいい、氏名・住所・電

話番号・生年月日・メールアドレス・画像・音声・その他銀行

口座番号・ID 等個人別に付された符号等をいいますが、これら

に限りません。）等の取り扱いについて定めるものです。 

第 1 条（適用） 

1. 「PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱いに

関する重要事項（ゴールドカード会員用）（以下「本重要事項」

といいます。）」は、PayPay カード株式会社（以下「PPC」とい

います。）が運営する本サービス（第 2 条第 1 項に定義。）の会

員ら（第 2 条第 4 項に定義。）に関する個人情報（個人に関す

る情報で、単独または複数の組み合わせまたは他の情報との照

合により特定の個人を識別できる情報を含むものをいい、氏

名・住所・電話番号・生年月日・メールアドレス・画像・音声・

その他銀行口座番号・ID 等個人別に付された符号等をいいま

すが、これらに限りません。）等の取り扱いについて定めるもの

です。 

第 2 条 （定義） 

1. 「本サービス」とは、PayPay カード ゴールドおよび PayPay

あと払い（「PayPay あと払い（一括のみ）」を含みません。）の

総称をいいます。 

第 2 条 （定義） 

1. 「本サービス」とは、PayPay カード ゴールドおよび PayPay

カード（PayPay 決済用）（「PayPay あと払い（一括のみ）」を含

みません。）の総称をいいます。 
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PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項（ゴールドカード会員向け PayPay あと払い特約条項） 

旧 新 

規約名：PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要

事項（ゴールドカード会員向け PayPay あと払い特約条項） 

規約名：PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱

いに関する重要事項（ゴールドカード会員向け PayPay カード

（PayPay 決済用）特約条項） 

第 1 条（適用） 

1. 「PayPay あと払い 個人情報の取り扱いに関する重要事項

（ゴールドカード会員向け PayPay あと払い特約条項）（以下

「本特約条項」といいます。）」は、PayPay カード ゴールドの

会員らのうち、PayPay カード株式会社（以下「PPC」といいま

す。）が運営する本サービス（第 2 条第 1 項に定義。）を利用す

る会員ら（第 2 条第 4 項に定義。）の個人情報等の取り扱いに

ついて定めるものです。 

第 1 条（適用） 

1. 「PayPay カード（PayPay 決済用） 個人情報の取り扱いに

関する重要事項（ゴールドカード会員向け PayPay カード

（PayPay 決済用）特約条項）（以下「本特約条項」といいます。）」

は、PayPay カード ゴールドの会員らのうち、PayPay カード

株式会社（以下「PPC」といいます。）が運営する本サービス（第

2 条第 1 項に定義。）を利用する会員ら（第 2 条第 4 項に定義。）

の個人情報等の取り扱いについて定めるものです。 

第 2 条（定義） 

1. 「本サービス」とは、PPC が提供する PayPay あと払い

（「PayPay あと払い（一括のみ）」を含みません。）をいいます。 

2. 「本会員」とは、本特約条項および別途 PPC の定める会員

規約（「PayPay カード ゴールド会員特約」、「PayPay カード 個

人情報の取扱に関する同意条項（2022 年 11 月 15 日以降に同

意される方向け）」および「個人情報の取扱に関する同意条項

（PayPay カード会員向け PayPay あと払い特約条項）（2022 年

11 月 15 日以降に同意される方向け）」を含み、以下総称して

第 2 条（定義） 

1. 「本サービス」とは、PPC が提供する PayPay カード（PayPay

決済用）（「PayPay あと払い（一括のみ）」を含みません。）をい

います。 

2. 「本会員」とは、本特約条項および別途 PPC の定める会員

規約（「PayPay カード ゴールド会員特約」、「PayPay カード 個

人情報の取扱に関する同意条項（2022 年 11 月 15 日以降に同

意される方向け）」および「個人情報の取扱に関する同意条項

（PayPay カード会員向け PayPay カード（PayPay 決済用）特



「PPC 会員規約」といいます。）を承認の上、本サービスの利

用を申し込み、PPC により利用を承諾された方をいいます。 

約条項）（2022 年 11 月 15 日以降に同意される方向け）」を含

み、以下総称して「PPC 会員規約」といいます。）を承認の上、

本サービスの利用を申し込み、PPC により利用を承諾された方

をいいます。 

第 3 条（個人情報等の収集および保有） 

(5) PayPay あと払いに関するサービスの利用状況、行動履歴、

会員らに対する評価等ならびにそれらの情報および会員らの

登録情報をもとに分析した結果。 

第 3 条（個人情報等の収集および保有） 

(5) PayPay カード（PayPay 決済用）に関するサービスの利用

状況、行動履歴、会員らに対する評価等ならびにそれらの情報

および会員らの登録情報をもとに分析した結果。 
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